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規

則

■群
馬
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
又
は
移
築
」
を
「
、
移
築
又
は
大
規
模
改
修
」
に
改
め
、
同
条
中
「
を

改
築
し
、
又
は
移
築
し
よ
う
」
を
「
の
改
築
、
移
築
、
又
は
大
規
模
な
改
修
を
し
よ
う
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
改
築
し
、
又
は
移
築
し
よ
う
」
を
「
建
物
の
改
築
、
移
築
、
又
は
大
規
模
な
改
修

を
し
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
又
は
移
築
後
」
を
「
、
移
築
後
又
は
大
規
模
な
改
修
後
」

に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
改
築
し
、
又
は
移
築
し
よ
う
」
を
「
建
物
の
改
築
、
移
築
、
又
は
大
規

模
な
改
修
を
し
よ
う
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
見
出
し
中
「
の
売
払
い
等
」
を
削
る
。

第
五
十
九
条
中
「
出
納
局
」
を
「
会
計
局
」
に
改
め
る
。

「申
請

者
住

所

別
記
様
式
第
十
四
号
中

を

氏
名

印

」

「申
請

者
住

所

フ
リ

ガ
ナ

氏
名

印

生
年

月
日

・
性

別
に
、

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
そ

の
所

在
地

、
、

名
称

並
び

に
代

表
者

の
住

所
氏

名
氏

名
の

、
、

フ
リ

ガ
ナ

生
年

月
日

及
び

性
別

、

」

「

２
利

用
計

画
書

を
注

希
望

使
用

料
は

希
望

が
な

い
と

き
は

「指
定

の
と

お
り

」と
減

免
を

希
望

す
る

、
、

と
き

は

「〇
〇

の
理

由
に

よ
り

減
額

（免
除

）し
て

く
だ

さ
い

。「

と
記

入
す

る

こ
と

。

」

「

２
利

用
計

画
書

○
申

請
に

当
た

つ
て

は
次

の
内

容
を

誓
約

の
上

□
に

レ
を

記
入

し
て

く
だ

さ
、

、

い

。

□
自

己
又

は
自

己
の

団
体

の
役

員
等

は
暴

力
団

（暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

、

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（平
成

３
年

法
律

第
７

７
号

）第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う

。

）

暴
力

団
員

（同
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
、

力
団

員
を

い
う

。以
下

同
じ

。

）又
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

べ

き
関

係
を

有
し

て
い

る
者

（以
下

「暴
力

団
等

」と
い

う

。

）に
は

該
当

し
ま

に

せ
ん

。

※
群

馬
県

で
は

事
業

か
ら

暴
力

団
等

を
排

除
す

る
た

め
申

請
者

に
暴

力
団

、
、

等
で

な
い

旨
の

誓
約

を
お

願
い

し
て

い
ま

す

。ま
た

群
馬

県
警

察
本

部
に

照
、

会
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。こ
の

様
式

に
記

載
さ

れ
た

個
人

情
報

は
本

事
務

、

の
目

的
及

び
本

事
務

か
ら

暴
力

団
等

を
排

除
す

る
目

的
以

外
に

は
使

用
し

ま
せ

ん

。

注
１

希
望

使
用

料
は

希
望

が
な

い
と

き
は

「指
定

の
と

お
り

」と
減

免
を

希
望

す
、

、

る
と

き
は

「〇
〇

の
理

由
に

よ
り

減
額

（免
除

）し
て

く
だ

さ
い

。

」と
記

入
す

る

こ
と

。

注
２

申
請

者
が

法
人

又
は

団
体

（国
地

方
公

共
団

体
そ

の
他

知
事

が
別

に
定

め
る

団
、

体
を

除
く

。

）の
場

合
は

役
員

等
一

覧

（別
紙

）を
添

付
す

る
こ

と

。

」

、

改
め
、
同
様
式
に
次
の
別
紙
を
加
え
る
。
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別
記

様
式

第
１

４
号

別
紙

（規
格

Ａ
４

）

役
員

等
一

覧

役
職

氏
名

氏
名

の
フ

リ
ガ

ナ
生

年
月

日
性

別
郵

便
番

号
住

所
備

考

※
法

人
の

場
合

は
役

員
全

員
及

び
役

員
以

外
で

あ
つ

て
も

支
店

又
は

営
業

所
を

代
表

す
る

者
に

つ
い

て
記

載
し

法
人

格
を

有
し

な
い

団
体

の
場

合
は

代
表

者
及

び
役

員
等

と
し

て
活

動
し

、

て
い

る
者

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
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別
記
様
式
第
十
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
七
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
中

「

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
と

き
は

こ
の

処
分

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
、

日
か

ら
起

算
し

て
６

０
日

以
内

に
に

対
し

て
異

議
申

立
て

（又
は

審
査

請
、

求

）を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

な
お

処
分

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
０

日
以

内
で

あ
つ

て
、

も
処

分
の

日
か

ら
１

年
を

経
過

す
る

と
異

議
申

立
て

（又
は

審
査

請
求

）を
す

る
こ

と
が

で

き
な

く
な

り
ま

す
。

ま
た

こ
の

処
分

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
群

を

、
、

馬
県

知
事

を
被

告
と

し
て

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
、

。

な
お

処
分

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
す

る
と

処
、

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。

た
だ

し
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

そ
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

つ
た

こ
と

、
、

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

、

と
が

で
き

ま
す

」

。

「

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
と

き
は

こ
の

処
分

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
、

日
か

ら
起

算
し

て
６

０
日

以
内

に
に

対
し

て
異

議
申

立
て

（又
は

審
査

請
、

求

）を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

（処
分

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
０

日
以

内
で

あ
つ

て
も

処
分

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

す
る

と
異

議
申

、

立
て

（又
は

審
査

請
求

）を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

）

。
。

ま
た

こ
の

処
分

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

、

を
被

告
と

し
て

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す

（処
分

が

に

、

あ
つ

た
こ

と
を

知
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
で

あ
つ

て
も

処
分

の
日

の
翌

、

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

す
る

と
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な

く
な

り
ま

す

）

。
。

た
だ

し
異

議
申

立
て

（又
は

審
査

請
求

）を
し

た
場

合
に

は
そ

の
異

議
申

立
て

に
対

、
、

す
る

決
定

（又
は

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

）が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
６

月
以

内
に

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す

」

、
。

改
め
る
。

「申
請

者
住

所

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中

を

氏
名

印

」

「申
請

者
住

所

フ
リ

ガ
ナ

氏
名

印

生
年

月
日

・
性

別

に
、

法
人

又
は

団
体

に
あ

つ
て

は
そ

の
所

在
地

、
、

名
称

並
び

に
代

表
者

の
住

所
氏

名
氏

名
の

、
、

フ
リ

ガ
ナ

生
年

月
日

及
び

性
別

、

」

「

添
付

書
類

１
位

置
図

平
面

図
実

測
図

そ
の

他
関

係
図

面

を

、
、

、

２
利

用
計

画
書

」

「

添
付

書
類

１
位

置
図

平
面

図
実

測
図

そ
の

他
関

係
図

面
、

、
、

２
利

用
計

画
書

○
申

請
に

当
た

つ
て

は
次

の
内

容
を

誓
約

の
上

□
に

レ
を

記
入

し
て

く
だ

、
、

さ
い

。

□
自

己
又

は
自

己
の

団
体

の
役

員
等

は
暴

力
団

（暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
、

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律

（平
成

３
年

法
律

第
７

７
号

）第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う

。

）

暴
力

団
員

（同
条

第
６

号
に

規
定

、

す
る

暴
力

団
員

を
い

う

。以
下

同
じ

。

）又
は

暴
力

団
員

と
社

会
的

に
非

難

に

さ
れ

る
べ

き
関

係
を

有
し

て
い

る
者

（以
下

「暴
力

団
等

」と
い

う

。

）に

は
該

当
し

ま
せ

ん

。

※
群

馬
県

で
は

事
業

か
ら

暴
力

団
等

を
排

除
す

る
た

め
申

請
者

に
暴

力
、

、

団
等

で
な

い
旨

の
誓

約
を

お
願

い
し

て
い

ま
す

。ま
た

群
馬

県
警

察
本

部
、

に
照

会
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。こ
の

様
式

に
記

載
さ

れ
た

個
人

情
報

は
、

本
事

務
の

目
的

及
び

本
事

務
か

ら
暴

力
団

等
を

排
除

す
る

目
的

以
外

に
は

使

用
し

ま
せ

ん
。

注
申

請
者

が
法

人
又

は
団

体

（国
地

方
公

共
団

体
そ

の
他

知
事

が
別

に
定

め
る

団
、

体
を

除
く

）の
場

合
は

役
員

等
一

覧

（別
紙

）を
添

付
す

る
こ

と

」

。
、

。

改
め
、
同
様
式
に
次
の
別
紙
を
加
え
る
。

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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別
記

様
式

第
２

１
号

別
紙

（規
格

Ａ
４

）

役
員

等
一

覧

役
職

氏
名

氏
名

の
フ

リ
ガ

ナ
生

年
月

日
性

別
郵

便
番

号
住

所
備

考

※
法

人
の

場
合

は
役

員
全

員
及

び
役

員
以

外
で

あ
つ

て
も

支
店

又
は

営
業

所
を

代
表

す
る

者
に

つ
い

て
記

載
し

法
人

格
を

有
し

な
い

団
体

の
場

合
は

代
表

者
及

び
役

員
等

と
し

て
活

動
し

、

て
い

る
者

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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別
記
様
式
第
二
十
三
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
四
号
中
「
（分

掌
者

）
」
を
「
（所

掌
者

）
」
に
、

「所
掌

者

」
を
「分

掌
者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
建
物
の
大
規
模
改
修
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第

二
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
八
号

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
民
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
規
則
第
二

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
舞
台
設
備
の
項
中

「

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
用
ひ
な
壇

一
式

三
、
一
八
〇
円

を

所
作
台

一
式

四
、
六
五
〇
円

」

「

所
作
台

一
式

四
、
六
五
〇
円

に
、

」

「

地
が
す
り

一
張
り

七
九
〇
円

を

木
頭
つ
け
板

一
式

三
三
〇
円

」

「

木
頭
つ
け
板

一
式

三
三
〇
円

に
改

」

め
、
同
表
照
明
設
備
の
項
中

「

シ
ー
リ
ン
グ

一
・
五
キ

一
台

四
一
〇
円

ス
ポ
ッ
ト
ラ

ロ
ワ
ッ
ト

イ
ト

一
キ
ロ
ワ

一
台

二
七
〇
円

ッ
ト

ク
セ
ノ
ン
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト

一
台

三
、
四
〇
〇
円

ラ
イ
ト

を

サ
ス
ペ
ン
シ

一
・
五
キ

一
台

四
一
〇
円

ョ
ン
ラ
イ
ト

ロ
ワ
ッ
ト

一
キ
ロ
ワ

一
台

二
七
〇
円

ッ
ト

五
〇
〇
ワ

一
台

一
三
〇
円

ッ
ト

」

「

シ
ー
リ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
ラ

一
台

二
七
〇
円

イ
ト

ク
セ
ノ
ン
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト

一
台

三
、
四
〇
〇
円

ラ
イ
ト

に
、

サ
ス
ペ
ン
シ

一
キ
ロ
ワ

一
台

二
七
〇
円

ョ
ン
ラ
イ
ト

ッ
ト

五
〇
〇
ワ

一
台

一
三
〇
円

ッ
ト

」

「

サ
ス
ペ
ン
シ

一
・
五
キ

一
台

四
一
〇
円

ョ
ン
ラ
イ
ト

ロ
ワ
ッ
ト

一
キ
ロ
ワ

一
台

二
七
〇
円

ッ
ト

を

五
〇
〇
ワ

一
台

一
三
〇
円

ッ
ト

フ
ロ
ン
ト
サ
イ
ド
ス
ポ
ッ

一
台

二
七
〇
円

ト
ラ
イ
ト

」

「

サ
ス
ペ
ン
シ

一
キ
ロ
ワ

一
台

二
七
〇
円

ョ
ン
ラ
イ
ト

ッ
ト

五
〇
〇
ワ

一
台

一
三
〇
円

に
、

ッ
ト

フ
ロ
ン
ト
サ
イ
ド
ス
ポ
ッ

一
台

二
七
〇
円

ト
ラ
イ
ト

」

「

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

二
キ
ロ
ワ

一
台

五
六
〇
円

ッ
ト

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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一
・
五
キ

一
台

四
一
〇
円

ロ
ワ
ッ
ト

を

一
キ
ロ
ワ

一
台

二
七
〇
円

ッ
ト

五
〇
〇
ワ

一
台

一
三
〇
円

ッ
ト

」

「

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

一
キ
ロ
ワ

一
台

二
七
〇
円

ッ
ト

に
改

五
〇
〇
ワ

一
台

一
三
〇
円

ッ
ト

」

め
、
同
表
音
響
設
備
の
項
中

「

フ
ォ
ー
ル
ド
バ
ッ
ク
ス
ピ
ー
カ

一
台

三
三
〇
円

を

テ
レ
ビ
中
継
設
備

一
式

七
、
九
五
〇
円

」

「

フ
ォ
ー
ル
ド
バ
ッ
ク
ス
ピ
ー
カ

一
台

三
三
〇
円

に
改

」

め
、
同
表
映
写
設
備
の
項
中

「

三
五
ミ
リ
映
写
機

一
台

五
、
一
一
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
付
き

を

一
六
ミ
リ
映
写
機

一
台

三
、
一
八
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
付
き

」

「

一
六
ミ
リ
映
写
機

一
台

三
、
一
八
〇
円

ス
ク
リ
ー
ン
付
き

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
四
号
（
そ
の
３
）
中

「

オ

ーケ
ス

ト
ラ

用
ひ

な
壇

１
式

円
を

所
作

台
１

式
円

」

「

所
作

台
１

式
円

に
、

」

「

地
が

す
り

１
張

り
円

を

木
頭

つ
け

板
１

式
円

」

「

木
頭

つ
け

板
１

式
円

に
改

」

め
、
同
様
式
（
そ
の
４
）
中

「

シ

ーリ
ン

グ
１

．

５
１

台
円

ス
ポ

ッ
ト

ラ
キ

ロ
ワ

イ
ト

ッ
ト

１
キ

ロ
１

台
円

ワ
ッ

ト

ク
セ

ノ
ン

ピ
ン

ス
ポ

ッ
１

台
円

ト
ラ

イ
ト

を

サ
ス

ペ
ン

シ
１

．

５
１

台
円

ョ
ン

ラ
イ

ト
キ

ロ
ワ

ッ
ト

１
キ

ロ
１

台
円

ワ
ッ

ト

５
０

０
１

台
円

ワ
ッ

ト

」

「

シ

ーリ
ン

グ
ス

ポ
ッ

ト
１

台
円

ラ
イ

ト

ク
セ

ノ
ン

ピ
ン

ス
ポ

ッ
１

台
円

ト
ラ

イ
ト

に
、

サ
ス

ペ
ン

シ
１

キ
ロ

１
台

円
ョ

ン
ラ

イ
ト

ワ
ッ

ト

５
０

０
１

台
円

ワ
ッ

ト

」

「

サ
ス

ペ
ン

シ
１

．

５
１

台
円

ョ
ン

ラ
イ

ト
キ

ロ
ワ

ッ
ト

１
キ

ロ
１

台
円

ワ
ッ

ト

を

５
０

０
１

台
円

ワ
ッ

ト

フ
ロ

ン
ト

サ
イ

ド
ス

ポ
１

台
円

ッ
ト

ラ
イ

ト

」

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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「

サ
ス

ペ
ン

シ
１

キ
ロ

１
台

円
ョ

ン
ラ

イ
ト

ワ
ッ

ト

５
０

０
１

台
円

に
、

ワ
ッ

ト

フ
ロ

ン
ト

サ
イ

ド
ス

ポ
１

台
円

ッ
ト

ラ
イ

ト

」

「

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
２

キ
ロ

ワ
１

台
円

ッ
ト

１

．

５
キ

１
台

円
ロ

ワ
ッ

ト

を

１
キ

ロ
ワ

１
台

円
ッ

ト

５
０

０
ワ

１
台

円
ッ

ト

」

「

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
１

キ
ロ

ワ
１

台
円

ッ
ト

に
改

５
０

０
ワ

１
台

円
ッ

ト

」

め
、
同
様
式
（
そ
の
５
）
中

「

フ
ォ

ール
ド

バ
ッ

ク
ス

ピ

ーカ
１

台
円

を

テ
レ

ビ
中

継
設

備
１

式
円

」

「

フ
ォ

ール
ド

バ
ッ

ク
ス

ピ

ーカ
１

台
円

に
、

」

「

３
５

ミ
リ

映
写

機
１

台
円

ス
ク

リ

ーン
付

き

を

１
６

ミ
リ

映
写

機
１

台
円

ス
ク

リ

ーン
付

き

」

「

１
６

ミ
リ

映
写

機
１

台
円

ス
ク

リ

ーン
付

き

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
十
九
号

群
馬
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同

条
第
二
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
二
項
」
を
「
同
条
第
二
十
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
及

び
第
九
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
七
号
の
改
正
規

定
中
「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第
二
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
二
項
」
を
「
同
条
第
二

十
七
項
」
に
改
め
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
二
十
号

群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
九
号
中
「障

害
者

自
立

支
援

法
」
を
「障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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群
馬
県
繊
維
工
業
試
験
場
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
二
十
一
号

群
馬
県
繊
維
工
業
試
験
場
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
繊
維
工
業
試
験
場
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第２条関係）

（表面）

群馬県繊維工業試験場試験等依頼書

年 月 日

群馬県知事 あて

法人又は団体

所 在 地

名 称

代表者又は依頼者

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

生年月日・性別

電 話 番 号 担 当 者 氏 名

下記のとおり試験等を依頼します。

記

１ 試験等の区分

２ 供試物品名及び数量

３ 供試物品返還希望の有無（どちらかに○）

有 ・ 無

○ 申請に当たっては、次の内容を誓約の上、□にレを記入してください。

□ 自己又は自己の団体の役員等は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（以下「暴力団

等」という。）には該当しません。

＊ 群馬県では、事業から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いしていま

す。また、群馬県警察本部に照会する場合があります。この様式に記載された個人情報は、本事務の目

的及び本事務から暴力団等を排除する目的以外には使用しません。

注 表面のみ記入してください。

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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「群馬県

「群
証

馬
紙

県
又

証
は

紙
領

別
記
様
式
第
一
号
（
裏
面
）
中

を

に
改
め
る
。

ち
収

ょ
済

う
証

付
明

欄

」

書貼付欄

」

「群馬県

「群
証

馬
紙

県
又

証
は

紙
領

別
記
様
式
第
二
号
（
裏
面
）
及
び
別
記
様
式
第
三
号
（
裏
面
）
中

を

に
改
め
る
。

ち
収

ょ
済

う
証

付
明

欄
」

書貼付欄
」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
二
十
二
号

群
馬
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
児
童
の
父
で
あ
る

も
の
の
う
ち
、
当
該
児
童
が
同
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
公
共
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
て
求
職
の
申
込
み
を
し
た
者

第
七
条
中
「
第
八
号
の
三
」
を
「
第
八
号
の
四
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
群
馬
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
規
定
は
、

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
二
十
三
号

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
手
数
料
の
項
第
五
十
一
号
中
「
欄
」
を
「
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
十

号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
（
第
二
条
の
二
関
係
）

使
用
料

一

群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
別
表
に
規
定
す
る
使

用
料

二

昭
和
庁
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
別
表
に
規
定
す
る
使

用
料

三

群
馬
県
放
牧
場
条
例
第
六
条
第
二
項
の
表
に
規
定
す
る
使
用
料

四

群
馬
県
憩
の
森
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
別
表
第
二
に
規

定
す
る
使
用
料

五

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
に
規
定
す
る
使
用
料

六

群
馬
県
立
学
校
の
入
学
料
等
に
関
す
る
条
例
別
表
に
規
定
す
る
受

講
料

手
数
料

一

群
馬
県
行
政
書
士
試
験
手
数
料
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料

（
同
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二

群
馬
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料
（
同
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条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三

群
馬
県
火
薬
類
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
の
一
の
項
か
ら
六

の
項
ま
で
及
び
八
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

（
同
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

四

群
馬
県
武
器
等
製
造
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数

料
五

群
馬
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手

数
料
（
同
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

六

群
馬
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料
（
同
条
例
第

四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

七

群
馬
県
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

八

群
馬
県
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数

料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

九

群
馬
県
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
第

二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
手
数
料

十

群
馬
県
医
療
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
規
定
す
る
手
数
料

十
一

群
馬
県
死
体
解
剖
保
存
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
に
規
定
す

る
手
数
料

十
二

群
馬
県
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
免
許
証
関
係
手
数
料
条
例
第
二

条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
手
数
料

十
三

群
馬
県
衛
生
検
査
所
登
録
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

十
四

群
馬
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
に

規
定
す
る
手
数
料

十
五

群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
及
び
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ

ー
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料

十
六

群
馬
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
第
一
及
び
別
表
第

二
に
規
定
す
る
手
数
料
（
同
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除

く
。
）

十
七

群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
関
係
手
数
料
条
例
別

表
に
規
定
す
る
手
数
料

十
八

群
馬
県
栄
養
士
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

十
九

群
馬
県
調
理
師
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十

群
馬
県
受
胎
調
節
実
地
指
導
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
一

群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
八
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
二

群
馬
県
興
行
場
法
施
行
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
三

群
馬
県
旅
館
業
条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
四

群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
五

群
馬
県
理
容
師
法
施
行
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
六

群
馬
県
美
容
師
法
施
行
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
七

群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
第
四
条
第
一
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
八

群
馬
県
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
九
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

二
十
九

群
馬
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法

律
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料

三
十

群
馬
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
に
規
定
す
る
手
数
料

三
十
一

群
馬
県
と
畜
場
法
施
行
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
手
数
料

三
十
二

群
馬
県
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る

法
律
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す

る
手
数
料

三
十
三

群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数

料
三
十
四

群
馬
県
製
菓
衛
生
師
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

三
十
五

群
馬
県
温
泉
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数

料
三
十
六

群
馬
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料

三
十
七

群
馬
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第

一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

三
十
八

群
馬
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二

条
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

三
十
九

群
馬
県
大
麻
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

四
十

群
馬
県
覚
せ
い
剤
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か

ら
第
九
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

四
十
一

群
馬
県
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実

施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る

手
数
料

四
十
二

群
馬
県
土
壌
汚
染
対
策
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す

る
手
数
料

四
十
三

群
馬
県
公
害
紛
争
処
理
法
施
行
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数

料
四
十
四

群
馬
県
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
関
係

手
数
料
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料

四
十
五

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数

料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料

四
十
六

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
第

十
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

四
十
七

群
馬
県
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
関
係
手
数
料
条
例
第

二
条
に
規
定
す
る
手
数
料

四
十
八

群
馬
県
肥
料
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料
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四
十
九

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第

六
条
第
一
項
の
表
受
験
料
の
項
に
規
定
す
る
受
験
料

五
十

群
馬
県
蚕
業
技
術
員
登
録
に
関
す
る
条
例
第
十
一
条
第
一
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

五
十
一

群
馬
県
畜
産
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
各
号
（
第
五
号
か
ら

第
七
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る

手
数
料

五
十
二

群
馬
県
飼
料
検
定
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料

五
十
三

群
馬
県
家
畜
保
健
衛
生
所
手
数
料
条
例
第
二
条
の
表
に
規
定

す
る
手
数
料

五
十
四

群
馬
県
種
畜
検
査
条
例
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

規
定
す
る
手
数
料

五
十
五

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
の

表
、
第
三
条
の
表
及
び
第
四
条
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

五
十
六

群
馬
県
漁
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

五
十
七

群
馬
県
漁
業
登
録
令
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

五
十
八

群
馬
県
漁
船
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
の
表
に
規
定
す
る

手
数
料

五
十
九

群
馬
県
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条

例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料

六
十

群
馬
県
輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例

第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料

六
十
一

群
馬
県
林
業
試
験
場
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料

六
十
二

群
馬
県
林
業
種
苗
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

六
十
三

群
馬
県
計
量
検
定
所
手
数
料
条
例
第
二
条
の
表
に
規
定
す
る

手
数
料
（
同
条
例
第
四
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

六
十
四

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
規
定
す
る
手
数
料

六
十
五

群
馬
県
繊
維
工
業
試
験
場
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手

数
料

六
十
六

群
馬
県
旅
行
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

六
十
七

群
馬
県
通
訳
案
内
士
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

六
十
八

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条

例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
校
試
験
料
及
び
入
校
料

六
十
九

群
馬
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
手
数
料

七
十

群
馬
県
浄
化
槽
工
事
業
者
登
録
等
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

七
十
一

群
馬
県
建
設
業
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数

料
七
十
二

群
馬
県
建
設
機
械
打
刻
又
は
検
認
手
数
料
条
例
第
二
条
に
規

定
す
る
手
数
料

七
十
三

群
馬
県
解
体
工
事
業
者
登
録
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
及

び
第
二
号
に
規
定
す
る
手
数
料

七
十
四

群
馬
県
特
殊
車
両
通
行
許
可
申
請
手
数
料
条
例
第
二
条
に
規

定
す
る
手
数
料

七
十
五

群
馬
県
砂
利
採
取
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

七
十
六

群
馬
県
採
石
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

七
十
七

群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び
に
別
表
に
規
定
す
る
手
数
料

七
十
八

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
第
二
条
の
二
第
一
項
の
表
、

第
三
項
の
表
、
第
四
項
の
表
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、

第
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及

び
第
二
号
、
第
二
条
の
四
第
一
項
の
表
、
第
二
項
の
表
及
び
第
四

項
、
第
二
条
の
五
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
条
の
六
第
一
項
の
表

並
び
に
第
二
条
の
七
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

七
十
九

群
馬
県
宅
地
造
成
等
規
制
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定

す
る
手
数
料

八
十

群
馬
県
開
発
行
為
許
可
等
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す
る
手
数

料
八
十
一

群
馬
県
租
税
特
別
措
置
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定
す

る
手
数
料

八
十
二

群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
に
規
定

す
る
手
数
料
（
同
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

八
十
三

群
馬
県
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二

条
に
規
定
す
る
手
数
料

八
十
四

群
馬
県
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条

に
規
定
す
る
手
数
料

八
十
五

群
馬
県
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
事
業
登
録
手
数
料

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料

八
十
六

群
馬
県
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係

手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
七

項
に
規
定
す
る
手
数
料

八
十
七

群
馬
県
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数

料
条
例
第
二
条
及
び
第
三
条
に
規
定
す
る
手
数
料

八
十
八

群
馬
県
立
学
校
の
入
学
料
等
に
関
す
る
条
例
別
表
に
規
定
す

る
受
検
料
及
び
入
学
料

八
十
九

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
法
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
号

か
ら
第
十
号
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

九
十

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
別
表
の

十
五
の
項
か
ら
十
七
の
項
ま
で
に
規
定
す
る
手
数
料

九
十
一

証
明
手
数
料
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
手
数
料
（
企
業
会
計

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
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（
群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

群
馬
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬
県
規
則
第

六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。「

「

群
群

領

馬
馬

収

県
県

済

証
証

証

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
四
号
中

紙

を

紙
明

に
改
め
る
。

添
書

付
貼

欄
付欄

」

」

（
昭
和
庁
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

昭
和
庁
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

群
群

馬県
馬

証紙
県

又は
証

領

別
記
様
式
第
一
号
裏
中

を

に
改
め
る
。

収
紙

済証
添

明書
付

貼付
欄

欄

」

」

「

「

群
馬

県
証

紙
又

は
群

馬
県

証
紙

別
記
様
式
第
三
号
中

を

領
収

済
証

明
書

貼

に
改
め
る
。

添
付

欄

付
欄

」

」

（
群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

群
馬
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
の
様
式
中

証
紙

は
り

付
け

欄

を
」

「

群
馬

県
証

紙
又

は
領

収
済

証
明

書
貼

付
欄

に
改
め
る
。

」

（
群
馬
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

群
馬
県
興
行
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

証
紙

消
印

欄

別
記
様
式
第
一
号
中

を
」

「

群
馬

県
証

紙
又

は
領

収
済

証
明

書
貼

付
欄

に
改
め
る
。

」

（
群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
群
馬
県
規
則
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中

「
証

紙
は

り
付

け
欄

を

収
容

犬
返

還
申

請
書

」

「

収
容

犬
返

還
申

請
書

に
、

」
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「

収
容

期
間

月
日

～

月
日

日
間

を
」

「
収

容
期

間
月

日

～

月
日

日
間

群
馬

県
証

紙
又

は
領

収
済

証
明

書
貼

付
欄

に
改

」

め
る
。

（
群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
（
表
面
）
中
「
（群

馬
県

収
入

証
ち

ょ
う

付
欄

）
」
を
「
（群

馬
県

証
紙

又

は
領

収
済

証
明

書
貼

付
欄

）
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

群
馬
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「
（群

馬
県

証
紙

ち
ょ

う
付

欄
）
」
を
「
（群

馬
県

証
紙

又
は

領
収

済
証

明
書

貼
付

欄

）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
か
ら
別
記
様
式
第
八
号
ま
で
の
様
式
中
「
（群

馬
県

収
入

証
紙

ち
ょ

う
付

欄

）
」
を
「
（群

馬
県

証
紙

又
は

領
収

済
証

明
書

貼
付

欄

）
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

群
馬
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
（
表
面
）
中
「
（群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

）
」
を
「
（群

馬
県

証
紙

又
は

領
収

済
証

明
書

貼
付

欄

）
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

群
馬
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
（
表
面
）
中
「
（群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

）
」
を
「
（群

馬
県

証
紙

又
は

領
収

済
証

明
書

貼
付

欄

）
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
群

馬
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
記
様
式
第
一
号
（
表
）
中

証
紙

は
り

付
け

欄

を
」

「

証
紙

又
は

領
収

済
証

明
書

貼
付

欄

に
改
め
る
。

」

「

「

別
記
様
式
第
九
号
中

証
紙

は
り

付
け

欄

を

証
紙

貼
付

欄

に
、

」

」

「備
考

こ
の

請
求

書
は

謄
本

の
交

付
を

請
求

し
よ

う
と

す
る

浄
化

槽
保

守
点

検
業

者
の

、

主
た

る
営

業
所

の
所

在
地

を
所

管
す

る
環

境
森

林
事

務
所

又
は

環
境

事
務

所
に

提
出

を

す
る

こ
と

」

。

「備
考

１
こ

の
請

求
書

は
謄

本
の

交
付

を
請

求
し

よ
う

と
す

る
浄

化
槽

保
守

点
検

業
、

者
の

主
た

る
営

業
所

の
所

在
地

を
所

管
す

る
環

境
森

林
事

務
所

又
は

環
境

事
務

所
に

提
出

す
る

こ
と

に

。

２
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
裏

面
に

貼
、

付
す

る
こ

と

」

。

改
め
る
。

（
群
馬
県
林
業
種
苗
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

群
馬
県
林
業
種
苗
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中

「

群
馬

県
収

入
証

紙
ち

よ
う

付
欄

を
」

「

群
馬

県
証

紙
又

は
領

収
済

証
明

書
貼

付
欄

に
」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
一
号
ま
で
の
様
式
中

「
群

馬
県

収
入

証
紙

ち
よ

う
付

欄

を
」
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「

群
馬

県
証

紙
又

は
領

収
済

証
明

書
貼

付
欄

に
」

改
め
る
。

（
群
馬
県
憩
の
森
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

群
馬
県
憩
の
森
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
群
馬
県

規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中

「

群
馬

県
証

紙
添

付
欄

を
」

「

群
馬

県
証

紙
貼

付
欄

に

注

：領
収

済
証

明
書

は
裏

面
に

貼
付

し
て

く
だ

さ
い

、
。

」

改
め
る
。

（
群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年

群
馬
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
の
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

群
馬

県
証

紙

別
記
様
式
第
一
号
中

を

貼
付

欄

」

「

群
馬

県
証

紙
又

は
領

収
済

証
明

書
貼

付
欄

に
改
め
る
。

※
証

紙
の

場
合
は

重
な

ら
な

い
よ

う
に
貼

付
す

る
こ

と
、

。

」

（
群
馬
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

群
馬
県
漁
船
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
四
号
、
別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
八
号
中

「

を
」

「

に

注
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
裏

面
に

貼
付

し
、

て
く

だ
さ

い

」

。

改
め
る
。

（
群
馬
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

群
馬
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

「

県
収

入
証

紙
ち

ょ
う

付
欄

を

（消
印
を
し
な
い
こ
と

）

。

」

「

県
収

入
証
紙
又
は
領
収
済
証
明
書
貼

付
欄

に

改

（消
印
を
し
な
い
こ
と

）

。

」

め
る
。

（
群
馬
県
計
量
検
定
所
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

群
馬
県
計
量
検
定
所
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
記
様
式
第
一
号
中

証
紙

ち
ょ

う
付

額
合

計
円

を
」

「証
紙

又
は

領
収

済
証

明
書

貼
付

額
合

計
円

に
改
め
る
。

」
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別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中

「証
紙

ち
ょ

う
付

額
円

を
」

「証
紙

又
は

領
収

済
証

明
書

貼
付

額
合

計
円

に
改
め
る
。

」

（
群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

五
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

群
馬

県
証

紙
貼

付
欄

群
馬

県
証

紙
又

は
領

別
記
様
式
第
一
号
中

を

収
済

証
明

書
貼

付
欄

に

」

」

改
め
る
。

「

別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
の
様
式
中

群
馬

県
証

紙
貼

付
欄

を
」

「

群
馬

県
証

紙
又

は
領

に
改
め
る
。

収
済

証
明

書
貼

付
欄

」

「

「

群
馬

県
証

紙
貼

付
欄

群
馬

県
証

紙
又

は
領

別
記
様
式
第
七
号
中

を
収

済
証

明
書

貼
付

欄

に

」

」

改
め
る
。

「

「

群
馬

県
証

紙
又

は
領

別
記
様
式
第
八
号
中

群
馬

県
証

紙
貼

付
欄

を

に

収
済

証
明

書
貼

付
欄

」

」

改
め
る
。

（
群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
第
一
面
中
「群

馬
県

証
紙

は
り

付
け

欄

」
を
「群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

」
に
改

め
、
同
様
式
第
二
面
中

「４
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と

」
を

、
。

「４
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と
、

。

５
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
こ

の
申

請
書

に
添

、

に

え
て

提
出

す
る

こ
と

（こ
の

用
紙

を
片

面
使

用
す

る
場

合
は

第
一

面
の

裏
面

に
貼

付
、

す
る

こ
と

）

」

。
。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「群

馬
県

証
紙

は
り

付
け

欄

」
を
「群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

」
に
、

「２
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と

」
を

、
。

「２
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と
、

。

３
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
裏

面
に

貼
付

す
る

に

、

こ
と

」

。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
第
一
面
中
「群

馬
県

証
紙

は
り

付
け

欄

」
を
「群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

」
に

改
め
、
同
様
式
第
二
面
中

「３
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と

」
を

、
。

「３
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と
、

。

４
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
こ

の
申

請
書

に
添

、

に

え
て

提
出

す
る

こ
と

（こ
の

用
紙

を
片

面
使

用
す

る
場

合
は

第
一

面
の

裏
面

に
貼

付
、

す
る

こ
と

）

」

。
。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
中
「群

馬
県

証
紙

は
り

付
け

欄

」
を
「群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

」
に
、

「２
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と

」
を

、
。

「２
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と
、

。

３
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
裏

面
に

貼
付

す
る

に

、

こ
と

」

。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
中
「群

馬
県

証
紙

は
り

付
け

欄

」
を
「群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

」
に
、

「注
※

印
の

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と

」
を

、
。

「注
１

※
印

の
欄

は
記

入
し

な
い

こ
と

、
。

２
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
裏

面
に

貼
付

す

に

、

る
こ

と

」

。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
号
第
一
面
中
「群

馬
県

証
紙

は
り

付
け

欄

」
を
「群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

」

に
改
め
、
同
様
式
第
二
面
中

「注
※

印
の

欄
は

新
規

登
録

の
場

合
は

記
入

し
な

い
こ

と

」
を

、
。

「注
１

※
印

の
欄

は
新

規
登

録
の

場
合

は
記

入
し

な
い

こ
と

、
。

２
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
こ

の
申

請
書

に
、

に

添
え

て
提

出
す

る
こ

と

（こ
の

用
紙

を
片

面
使

用
す

る
場

合
は

第
一

面
の

裏
面

に
、

貼
付

す
る

こ
と

）

」

。
。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中
「群

馬
県

収
入

証
紙

は
り

付
け

欄

」
を
「群

馬
県

証
紙

貼
付

欄

」
に

改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
払

込
書

に
よ

り
手

数
料

を
納

付
し

た
場

合
は

領
収

済
証

明
書

を
裏

面
に

貼
付

す
る

こ
、

と
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
二
十
四
号

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

群
馬
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年

群
馬
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。
）
」
を

「
知
事
」
に
、
「
教
育
長
が
」
を
「
知
事
が
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
長
」
を
「
知
事
」

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
教
育
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
教
育
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中
「群

馬
県

教
育

委
員

会
教

育
長

」
を
「群

馬
県

知

事

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
二
十
五
号

群
馬
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

群
馬
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
群
馬
県

規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
知
事
」
に
改

め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
教
育
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
削
る
。

第
十
一
条
中
「
教
育
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中
「群

馬
県

教
育

委
員

会
教

育
長

」
を
「群

馬
県

知

事

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

■
群
馬
県
告
示
第
百
四
十
七
号

群
馬
県
功
労
者
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
功
労
者
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
功
労
者
表
彰
規
程
（
昭
和
三
十
年
群
馬
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
十
一
月
三
日
」
を
「
十
月
二
十
八
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
告
示
第
百
四
十
八
号

群
馬
県
市
町
村
自
治
功
労
者
表
彰
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
市
町
村
自
治
功
労
者
表
彰
規
程

群
馬
県
市
町
村
自
治
功
労
者
表
彰
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
群
馬
県
告
示
第
百
三
号
）
の
全
部
を
改

正
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
市
町
村
等
の
自
治
功
労
者
を
表
彰
し
、
地
方
自
治
の
振
興
及
び
県
民
福
祉

の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
表
彰
を
受
け
る
者
）

第
二
条

表
彰
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
群
馬
県
功

労
者
表
彰
規
程
（
昭
和
三
十
年
群
馬
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号
）
に
よ
る
表
彰
を
受
け
た
者
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

市
町
村
の
長
と
し
て
多
年
従
事
し
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
寄
与
し
た
功
績
顕
著
な
者

二

市
町
村
の
議
会
議
員
と
し
て
多
年
従
事
し
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
寄
与
し
た
功
績
顕
著

な
者

三

市
町
村
の
行
政
委
員
と
し
て
多
年
従
事
し
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
寄
与
し
た
功
績
顕
著
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な
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
地
方
自
治
の
振
興
又
は
県
民
福
祉
の
向
上
に
特
に
貢
献
し
た

と
認
め
ら
れ
る
者

（
表
彰
を
行
う
者
）

第
三
条

表
彰
は
、
知
事
が
行
う
。

（
表
彰
期
日
）

第
四
条

表
彰
は
、
毎
年
五
月
三
日
に
行
う
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
の
あ
る
と
き
は
、
随
時
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
表
彰
の
方
法
）

第
五
条

表
彰
は
、
表
彰
状
及
び
記
念
品
を
授
与
し
て
行
う
。

（
補
則
）

第
六
条

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
表
彰
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め

る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
告
示
第
百
四
十
九
号

群
馬
県
衛
生
民
生
功
労
者
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
衛
生
民
生
功
労
者
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
衛
生
民
生
功
労
者
表
彰
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
群
馬
県
告
示
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎群馬県告示第１５０号

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の６の規定により、群馬県保健医療計画（平成２２年群馬県告示

第１０５号）を変更し、平成２５年４月１日から施行する。

なお、変更後の群馬県保健医療計画は、群馬県健康福祉部医務課並びに中部福祉事務所及び各保健福祉事務所に

備え置いて縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

変更内容 精神疾患の医療連携体制の構築に係る内容の追加並びに災害及び在宅の医療連携体制の構築に係る内

容の変更

◎群馬県告示第１５１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定により、農林水産大臣

から次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 甘楽郡南牧村（国有林。次の図に示す部分に限る。）、南牧

村（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 甘楽郡南牧村（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び南牧村役

場に備え置いて縦覧に供する。
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◎群馬県告示第１５２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定により、農林水産大臣

から次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 甘楽郡南牧村（国有林。次の図に示す部分に限る。）、南牧

村（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は択伐による。

南牧村（国有林。次の図に示す部分に限る。）、南牧村（次の図に示す部分に限る。）

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 甘楽郡南牧村（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び南牧村役

場に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第１５３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課並びに群馬県中部県民局前橋土木事

務所及び群馬県中部県民局渋川土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル
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県道 高崎渋川線 前橋市清野町字屋敷１１９番の１地先 前 ６．４～２３．８ ４８９２．４
から北群馬郡吉岡町大字小倉字北田４ ８．１～４６．５ ４３００．０
２４番の２地先まで

北群馬郡榛東村大字新井字長谷津２５ 後 ８．１～４６．５ ４３００．０
４０番の２地先から同郡吉岡町大字小
倉字北田４２４番の２地先まで

◎群馬県告示第１５４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局藤岡土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 上日野藤岡線 藤岡市鮎川字薬師４３８番地先から同 前 ７．８～１５．７ １６５３．６
市上大塚字一本木３４１番の４地先ま
で 後 ２０．９～６１．５ １９０８．２

◎群馬県告示第１５５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局富岡土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 下仁田小幡線 甘楽郡下仁田町大字馬山字休場４３３ 前 ６．６～１２．０ １６４．４
４番の１地先から同郡同町大字同字沢
入甲２ ４３７１番地先まで 後 １１．７～２４．８ １６２．０

甘楽郡下仁田町大字馬山字柏カヤ５１ 前 ６．４～１２．８ ５０．０
７６番の６地先から同郡同町大字同字
同５１７６番の４地先まで 後 ６．４～１５．３ ５０．０

富岡市野上字日向２６８番の１地先か 前 ６．４～１３．６ ５０５．５
ら同市同字内出６１４番の１地先まで

後 ８．７～２１．７ ５０４．５
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富岡市野上字近戸１７５７番の１地先 前 ７．７～１３．０ １５５．０
から同市同字同１７５２番の２地先ま
で 後 １１．２～１８．４ １５５．０

富岡市南後箇６６１番の６地先から同 前 ６．４～７．８ １８０．３
市同６６９番の１地先まで

後 ９．８～１４．６ １８０．４

富岡市岡本１３５５番の１地先から同 前 ６．９～９．３ ２５０．０
市同１３０６番の１地先まで

後 ７．８～１３．８ ２５０．０

上小坂四ツ家 富岡市妙義町岳字大平３２２番の５地 前 １０．０～１６．３ ２６４．６
妙義線 先から同市同字同３２２番の４１地先

まで 後 １１．８～２５．５ ２６０．７

黒滝山小沢線 甘楽郡南牧村大字大塩沢字狹岩８４０ 前 ４．５～１０．９ ２５６．５
番の１地先から同郡同村大字同字十二
４１８番の１地先まで 後 ５．５～２２．６ ２５９．０

甘楽郡南牧村大字大塩沢字啓以坂２３ 前 ５．２～５．８ ４０．６
２番の１地先から同郡同村大字同字同
２３１番の１地先まで 後 ５．３～１０．１ ４０．６

甘楽郡南牧村大字小沢字横吹１１４７ 前 ６．５～８．５ ５８．５
番の５地先から同郡同村大字同字同１
１４６番の２地先まで 後 ８．２～１０．８ ５８．５

秋畑富岡線 甘楽郡甘楽町大字秋畑字上ノ谷戸２４ 前 ９．５～１４．３ ７８．７
６３番の１地先から同郡同町大字同字
同２５６３番の２地先まで 後 １１．３～１８．６ ７８．７

甘楽郡甘楽町大字秋畑字谷ノ口２９１ 前 ８．３～９．２ ３０．２
０番地先から同郡同町大字同字同２９
１１番の２地先まで 後 ８．８～１０．８ ３０．２

甘楽郡甘楽町大字秋畑字谷ノ口２９６ 前 ４．６～１０．０ ２９５．７
６番の５地先から同郡同町大字同字同
２９２２番の１地先まで 後 ９．２～４４．１ ２９５．７

富岡市岩染字藤田８８５番の３４地先 前 ５．６～９．８ ３４．２
から同市同字同８８５番の３５地先ま
で 後 ５．９～１６．７ ３４．２

富岡市岩染字中尾７５１番の１地先内 前 ３．８～５．３ ６１．５

後 ５．２～１０．３ ６１．５

南後箇七日市 富岡市南後箇４４番の１地先から同市 前 ６．３～１３．１ ４５９．１
線 同２４番の１地先まで

後 １２．４～３０．３ ４５９．１

金井高崎線 甘楽郡甘楽町大字庭谷字上川原４３１ 前 ５．６～７．８ ３３．４
番の３地先から同郡同町大字同字堀ノ
内４３６番地先まで 後 ７．０～９．５ ３３．４

甘楽郡甘楽町大字庭谷字田中７０９番 前 ５．７～１０．８ ８３．５
の１地先から同郡同町大字造石字相野
田２２２番の１１地先まで 後 ５．９～１２．５ ８３．５
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甘楽郡甘楽町大字造石字森西１９４番 前 ７．５～８．８ ３９．９
の１地先から同郡同町大字同字同１９
５番の１４地先まで 後 ８．１～９．５ ３９．９

金井小幡線 甘楽郡甘楽町大字天引字前河原５７６ 前 １７．４～２６．７ １３３．５
番の１地先から同郡同町大字同字同５
７３番の１地先まで 後 １９．８～３２．６ １３３．５

甘楽郡甘楽町大字上野字中村１３９番 前 ８．５～１６．７ ６２．２
地先から同郡同町大字同字同１４１番
の２地先まで 後 １１．０～１６．７ ６２．２

福島停車場線 甘楽郡甘楽町大字福島字殿町６６４番 前 ６．９～７．２ ４４．３
の４地先から同郡同町大字同字同６７
３番の１３地先まで 後 ６．９～１５．０ ４４．３

安中富岡線 富岡市下黒岩字桜木８２０番の４地先 前 ９．９～１１．２ ５７．０
から同市同字同８２２番の１地先まで

後 １３．０～１４．２ ５７．０

中野谷富岡線 富岡市上黒岩字機足坂１８７６番の１ 前 ５．８～１１．９ ２７４．８
地先から同市同字同１８６９番の１地
先まで 後 ８．６～１９．４ ２７４．８

富岡市黒川字戸川瀬１２９５番の１地 前 ５．４～７．４ ３１．６
先から同市同字同１２９６番の１地先
まで 後 ５．４～１０．９ ３１．６

◎群馬県告示第１５６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局富岡土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 下仁田小幡線 甘楽郡下仁田町大字馬山字休場４３３４番の１地先から 平成２５年３月２９日
同郡同町大字同字沢入甲２ ４３７１番地先まで

甘楽郡下仁田町大字馬山字柏カヤ５１７６番の６地先か
ら同郡同町大字同字同５１７６番の４地先まで

富岡市野上字日向２６８番の１地先から同市同字内出６
１４番の１地先まで

富岡市野上字近戸１７５７番の１地先から同市同字同１
７５２番の２地先まで

富岡市南後箇６６１番の６地先から同市同６６９番の１
地先まで
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富岡市岡本１３５５番の１地先から同市同１３０６番の
１地先まで

上小坂四ツ家妙 富岡市妙義町岳字大平３２２番の５地先から同市同字同
義線 ３２２番の４１地先まで

黒滝山小沢線 甘楽郡南牧村大字大塩沢字狹岩８４０番の１地先から同
郡同村大字同字十二４１８番の１地先まで

甘楽郡南牧村大字大塩沢字啓以坂２３２番の１地先から
同郡同村大字同字同２３１番の１地先まで

甘楽郡南牧村大字小沢字横吹１１４７番の５地先から同
郡同村大字同字同１１４６番の２地先まで

秋畑富岡線 甘楽郡甘楽町大字秋畑字上ノ谷戸２４６３番の１地先か
ら同郡同町大字同字同２５６３番の２地先まで

甘楽郡甘楽町大字秋畑字谷ノ口２９１０番地先から同郡
同町大字同字同２９１１番の２地先まで

甘楽郡甘楽町大字秋畑字谷ノ口２９６６番の５地先から
同郡同町大字同字同２９２２番の１地先まで

富岡市岩染字藤田８８５番の３４地先から同市同字同８
８５番の３５地先まで

富岡市岩染字中尾７５１番の１地先内

南後箇七日市線 富岡市南後箇４４番の１地先から同市同２４番の１地先
まで

金井高崎線 甘楽郡甘楽町大字庭谷字上川原４３１番の３地先から同
郡同町大字同字堀ノ内４３６番地先まで

甘楽郡甘楽町大字庭谷字田中７０９番の１地先から同郡
同町大字造石字相野田２２２番の１１地先まで

甘楽郡甘楽町大字造石字森西１９４番の１地先から同郡
同町大字同字同１９５番の１４地先まで

金井小幡線 甘楽郡甘楽町大字天引字前河原５７６番の１地先から同
郡同町大字同字同５７３番の１地先まで

甘楽郡甘楽町大字上野字中村１３９番地先から同郡同町
大字同字同１４１番の２地先まで

福島停車場線 甘楽郡甘楽町大字福島字殿町６６４番の４地先から同郡
同町大字同字同６７３番の１３地先まで

安中富岡線 富岡市下黒岩字桜木８２０番の４地先から同市同字同８
２２番の１地先まで

中野谷富岡線 富岡市上黒岩字機足坂１８７６番の１地先から同市同字
同１８６９番の１地先まで

富岡市黒川字戸川瀬１２９５番の１地先から同市同字同
１２９６番の１地先まで
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◎群馬県告示第１５７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり平成２５年４月１

日から変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中部県民局伊勢崎土木事

務所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長

種 類 前後別 メートル メートル

県道 平塚境停車場 伊勢崎市境平塚字権現４０７番地先か 前 ５．４～１５．０ ２０８８．０

線 ら同市境米岡字新屋敷前３７２番の６ １０．２～３４．５ ２０２５．０

地先まで

後 １０．２～３４．５ ２０２５．０

◎群馬県告示第１５８号

都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第６２条第３項の規定により、特例道路占用区域を次のとおり

指定する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定する区域及び施設等の種類

道路の
路線名 指定する区域

延 長 施設等の

種 類 メートル 種 類

県道 あら町下室田 高崎市あら町８９番の２地先から同市 ９５．０ 一 食事施設（道路の通行者又

線 檜物町５３番地先までの左右の歩道部 は利用者の利便の増進に資す

るものに限る。）

県道 高崎停車場線 高崎市八島町６３番の７地先から同市 ３００．０ 二 自転車駐車器具（自転車を

あら町２番の１地先までの左右の歩道 賃貸する事業の用に供するも

部 のに限る。）

県道 藤木高崎線 高崎市宮元町１３番の２地先から同市 ２１６．０

連雀町７４番の１地先までの左右の歩

道部

２ 指定の期間 告示の日から平成２８年３月３１日まで
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◎群馬県告示第１５９号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可

したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 施行者の名称 高崎市

２ 都市計画事業の種類及び名称 高崎都市計画公園事業 ７・８・１号 観音山公園

３ 事業施行期間 平成２０年７月１１日から平成３０年３月３１日まで

４ 事業地

(1) 収用の部分 変更なし

(2) 使用の部分 なし

公 告■

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第３条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の規定により行う予防接

種については、次の表に掲げる医師が同表に掲げる場所で当該業務を行うので、予防接種法施行令（昭和２３年政

令第１９７号）第４条第１項の規定により公告する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

県内全市町村長の実施する予防接種業務を行う医師

医 師 名 医 療 機 関 名 所 在 地

西田 保二 群馬県済生会老人保健施設あずま荘 前橋市上新田町６０３－１

平山 功 群馬県済生会老人保健施設あずま荘 前橋市上新田町６０３－１

福田 丈了 群馬県済生会老人保健施設あずま荘 前橋市上新田町６０３－１

吉永 輝夫 群馬県済生会老人保健施設あずま荘 前橋市上新田町６０３－１

高橋 德之 社会福祉法人ほたか会介護老人保健施設青梨子荘 前橋市青梨子町１６７０

石川 博 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１

氏家 紘平 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１

上出 庸介 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１

小林 敏男 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１

高柳 亮 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１

登丸 琢也 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１

中島 忠 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１

森 秀暁 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１

矢富 正清 前橋協立病院 前橋市朝倉町８２８－１
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高他 幹彦 石原整形外科 伊勢崎市緑町３－１６

葭田 明弘 石原整形外科 伊勢崎市緑町３－１６

荒井 泰道 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 伊勢崎市太田町３６６

青木 勲 医療法人三省会堀江病院 太田市高林東町１８００

荒木 亘 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

安齋 均 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

石井 とも 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

歌島 大輔 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

恵川 宏敏 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

大谷 隆俊 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

加藤 全功 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

木村 盛彦 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

功刀 融真 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

小林 尚史 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

近藤 崇之 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

櫻林 啓 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

笹井 貴子 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

白澤 英之 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

杉村 幸春 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

袖山 博健 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

武中 宏樹 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

谷 鎮礼 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

土田 知恵子 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

坪内 美佐子 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

徳久 順也 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

長野 拓郎 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

長谷川 意純 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

兵頭 洋二 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

福井 遼 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

星野 大樹 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１
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桝田 幹郎 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

松井 貴史 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

皆川 智海 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

山﨑 あずさ 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

山﨑 惠介 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

吉田 崇 富士重工業健康保険組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１

石埼 卓馬 利根中央病院 沼田市東原新町１８５５－１

西田 豊 利根中央病院 沼田市東原新町１８５５－１

宮城島 孝昭 利根中央病院 沼田市東原新町１８５５－１

本多 洋介 医療法人財団大利根会榛名病院 渋川市渋川３６５８－２０

村田 智行 医療法人財団大利根会榛名病院 渋川市渋川３６５８－２０

 岳 北毛病院 渋川市有馬２３７－１

西岡 正樹 北毛病院 渋川市有馬２３７－１

船田 竜一 北毛病院 渋川市有馬２３７－１

三浦 あやか 医療法人育生会篠塚病院 藤岡市篠塚１０５－１

釜谷 邦夫 吾妻東整形外科 吾妻郡中之条町大字伊勢町７５６－１

長谷川 惇 吾妻東整形外科 吾妻郡中之条町大字伊勢町７５６－１

小原 麻里菜 西吾妻福祉病院 吾妻郡長野原町大字大津７４６－４

橋本 敬太郎 公益社団法人地域医療振興協会嬬恋村国民健康保 吾妻郡嬬恋村大字三原４５８－１

険診療所

前田 正之 公益社団法人地域医療振興協会嬬恋村国民健康保 吾妻郡嬬恋村大字三原４５８－１

険診療所

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をすべきところ又は通知をしたところ、次の

者の所在が不分明なため、同法第１８９条の規定により、通知の内容を嬬恋村役場に掲示したので、その要旨を次

のとおり公告する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者
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指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

嬬恋村大字鎌原字笹平６９７の１６ 黒岩幹夫 共有林

嬬恋村大字干俣字大沼２３４０の１ 宮崎幸吉

嬬恋村大字干俣字大沼２３４１の１ 宮崎武

嬬恋村大字今井字下前原２６の１ 熊川佐太郎 共有林

同 市川孝一郎 同

同 市村栄次郎 同

嬬恋村大字今井字草沢９４の１ 熊川善作 共有林

同 熊川恒忠 同

同 熊川門三郎 同

同 黒岩萬太郎 同

嬬恋村大字今井字西半出来１６１の１０ 深井種 共有林

同 深井佐一郎 同

同 深井儀平 同

同 深井太一 同

嬬恋村大字大笹字小池１９１９ 田村均 共有林

嬬恋村大字大笹字小池１９２０の１ 田村惣十 共有林

嬬恋村大字大笹字不動南木２１２９の１４ 川口寿男

嬬恋村大字大笹字不動南木２１２９の１６ 土屋康明

嬬恋村大字大前字鹿ノ子９２９の６ 黒沢定太郎 共有林

同 黒岩儀一郎 同

同 滝沢孫太郎 同

同 黒岩岸太郎 同

同 滝沢儀三郎 同

嬬恋村大字大前字鹿ノ子９２９の６、字細原１６４８ 黒岩平五郎 共有林

嬬恋村大字大前字大持１５４６の１ 黒岩清十郎 共有林

嬬恋村大字大前字大持１５４６の１、１５４６の２ 宮崎惣作 共有林

同 黒岩浅吉 同

同 横沢熊七 同

嬬恋村大字大前字大持１５４６の２ 黒岩淸十郎 共有林

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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嬬恋村大字大前字大持１５４６の３ 黒岩浅吉 共有林

嬬恋村大字大前字大持１５４７ 土屋大三郎

嬬恋村大字大前字馬踏道１５５８の３ 小林伸一

嬬恋村大字大前字馬踏道１５５８の７ 宮崎亀太郎

嬬恋村大字大前字馬踏道１５６１ 黒岩春樹 共有林

嬬恋村大字大前字馬踏道１５９９ 土屋嘉市

嬬恋村大字大前字細原１６１１、１６１７ 滝沢洋一 共有林

同 滝沢叶 同

同 滝沢一郎 同

同 滝沢高市 同

同 滝沢文治郎 同

同 篠原うたじ 同

同 市川サダ 同

嬬恋村大字大前字細原１６１３ 滝澤大治

嬬恋村大字大前字細原１６１５、甲１６１８、１６１９、丁１６５ 滝澤美吉
４、向直路１６５６

嬬恋村大字大前字細原１６４８ 樋口保吉 共有林

同 宮崎浅吉 同

同 樋口佐野吉 同

同 滝沢伝三郎 同

同 滝沢万三郎 同

同 土屋定七 同

同 宮崎勝藏 同

同 黒岩八五郎 同

同 黒岩夘藏 同

同 滝沢八藏 同

同 美才治錫市 同

同 黒岩寅藏 同

同 滝沢半四郎 同

同 野口興平 同

同 土屋久吉 同

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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同 望月治平 同

同 土屋粂吉 同

同 土屋万平 同

同 滝沢伝作 同

同 宮崎梅太郎 同

同 黒岩錫作 同

同 黒岩権吉 同

同 滝沢八十吉 同

同 黒岩健次郎 同

同 滝沢彦四郎 同

同 黒岩浅吉 同

同 黒岩久五郎 同

同 美才治政太郎 同

同 宮崎庄次郎 同

同 美才治辰藏 同

同 黒岩浅吉 同

同 滝沢泰作 同

同 黒岩久太郎 同

同 黒岩運藏 同

同 黒岩清十郎 同

同 滝沢才一郎 同

同 土屋九平 同

同 土屋平八 同

同 美才治市太郎 同

同 土屋つね 同

同 土屋勘平 同

同 滝沢万平 同

同 宮崎周吉 同

同 黒岩作五郎 同

同 滝沢須和吉 同

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号



34

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号

同 土屋惣十郎 同

同 土屋峯作 同

同 宮崎喜太郎 同

同 黒岩徳平 同

同 黒岩義三郎 同

同 黒岩弥八 同

同 横沢元十郎 同

同 黒岩角平 同

同 滝沢はん 同

同 黒岩伝次郎 同

同 黒岩平三郎 同

嬬恋村大字大前字細原１６５１ 滝沢大治

嬬恋村大字大前字細原１６５３ 滝沢薫 共有林

嬬恋村大字大前字向直路１６５８ 土屋虎市

嬬恋村大字大前字細原２１９７ 南総流通経済株式
会社

嬬恋村大字門貝字西平１０５１、１０５３ 黒岩あい

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大沼２３４０の１、２３４１の１、字小池１９１９、１９２０の１

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

嬬恋村大字大笹字砂井乙１９８４の２ 土屋吉五郎

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法
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(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び嬬恋村役場に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２５年２月１５日群馬県告示第４８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区役員の退任の

届出があった。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

上細井 理 事 退 任 長谷川富雄 前橋市上細井町６０８番地

同 同 内田英夫 同 同 ７９２番地

同 同 金井敏次 同 同 ２２６番地１

同 同 金井健志 同 同 ２２０番地１

同 同 大谷吉伸 同 同 ８７７番地２

同 同 岡庭博 同 同 ６９５番地

同 同 岡庭信治 同 同 ６２６番地１

同 同 粕川浩 同 同 ７８８番地１

同 同 森下義雄 同 同 １３７番地１

同 同 斉田武雄 同 同 ６４８番地

同 同 萩原美夫 同 同 ９２８番地３

同 同 六本木松三 同 富士見町時沢９４１番地

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第４項において準用する同法第１８条第１６項の規定により、

次のとおり清算法人上細井土地改良区清算人の就任の届出があった。
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平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

上細井 清算人 新 任 長谷川富雄 前橋市上細井町６０８番地

同 同 内田英夫 同 同 ７９２番地

同 同 金井敏次 同 同 ２２６番地１

同 同 金井健志 同 同 ２２０番地１

同 同 大谷吉伸 同 同 ８７７番地２

同 同 岡庭博 同 同 ６９５番地

同 同 岡庭信治 同 同 ６２６番地１

同 同 粕川浩 同 同 ７８８番地１

同 同 森下義雄 同 同 １３７番地１

同 同 斉田武雄 同 同 ６４８番地

同 同 萩原美夫 同 同 ９２８番地３

同 同 六本木松三 同 富士見町時沢９４１番地

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第４項において準用する同法第１８条第１６項の規定により、

次のとおり清算法人上発知土地改良区清算人等の退任の届出があった。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

清算人
土地改良区名 監 事 区分 役員氏名 住 所

の 別

上発知 清算人 退 任 桑原昭一 沼田市上発知町１３１６番地

同 同 角田徳太郎 同 同 １９３番地

同 同 齋藤五郎 同 同 １１５９番地

同 同 齋藤由之助 同 同 ２０２２番地１

同 同 橋壁巻一 同 同 ６６９番地２

同 同 田村昭吉 同 同 ６２６番地
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同 同 峰川一郎 同 同 ６２４番地

同 同 林文昭 同 同 ５００番地

同 同 吉野進 同 同 ５３９番地

同 同 石川五三七 同 同 １１１４番地

同 同 齋藤一郎 同 同 ９２４番地

同 同 小野塚昭七 同 同 １２７９番地

同 同 山田純一 同 同 １３３７番地

同 同 戸丸作 同 同 ２３４７番地

同 同 齋藤芳夫 同 同 １９１６番地

同 同 斎藤順一 同 同 ２２０１番地

同 同 戸丸健 同 同 ２２７０番地

同 同 斎藤憲之助 同 同 １９０１番地１

同 同 星野已喜雄 同 上原町１７５６番地２００

監 事 同 峰川敬明 同 上発知町５８２番地

同 同 峰川福太郎 同 同 １３１２番地

同 同 田村景一 同 同 ２０３３番地

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、鏑川土地改良区の定款変更を平成２５

年３月２１日認可した。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

県営農地整備事業（経営体育成型） 藤岡南部 平成２５年３月１５日
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都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、

平成２５年３月２７日国土交通省関東地方整備局長が都市計画事業の変更を認可した旨の告示があったので、同法

第６６条の規定により、次のとおり公告する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画事業の種類及び名称 高崎都市計画道路事業 ３・４・１０号高崎駅観音山線

２ 施行者の名称 群馬県

３ 事務所の所在地 前橋市大手町一丁目１番１号

４ 事業地の所在 収用の部分 変更なし

使用の部分 なし

５ 事業施行期間 平成１０年１２月２日から平成２７年３月３１日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、

平成２５年３月２７日国土交通省関東地方整備局長が都市計画事業の変更を認可した旨の告示があったので、同法

第６６条の規定により、次のとおり公告する。

平成２５年３月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画事業の種類及び名称 渋川都市計画道路事業 ３・４・４号渋川高崎線

２ 施行者の名称 群馬県

３ 事務所の所在地 前橋市大手町一丁目１番１号

４ 事業地の所在 収用の部分 変更なし

使用の部分 なし

５ 事業施行期間 平成１６年８月３０日から平成２９年３月３１日まで

監査委員公告■

◎監査公表第５号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により実施した定期監査の

結果を次のとおり公表する。

平成２５年３月２９日

群馬県監査委員 横 田 秀 治

同 丸 山 幸 男

同 織田澤 俊 幸

同 新 井 雅 博

１ 監査の対象及び主眼 県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、法令等の

趣旨にのっとって適正に行われているか、最少の経費で最大の効果が挙がるよう事務運営がなされているか並び
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に組織及び運営の合理化に努めているかを主眼に監査を実施した。

２ 監査対象年度 平成２４年度

３ 監査対象機関 地域機関等２７機関

４ 監査結果の概要

(1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） １件

(2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの） ７件

(3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） １件

５ 機関別監査結果

(1) 総務部

監査対象機関 監査の結果
(監査年月日)

女子大学 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月１５日)

自動車税事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月１５日)

消防学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月７日)

(2) 生活文化部

監査対象機関 監査の結果
(監査年月日)

館林美術館 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月５日)

土屋文明記念文学館 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月１４日)

(3) 健康福祉部

監査対象機関 監査の結果
(監査年月日)

介護研修センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年１月３０日)

中央児童相談所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月１３日)

西部児童相談所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月１３日)

東部児童相談所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月１３日)

心身障害者福祉センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月１日)
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食肉衛生検査所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月６日)

(4) 農政部

監査対象機関 監査の結果
(監査年月日)

農林大学校 （注意事項）
(平成２５年１月３１日) 当該機関は、臨時雇用者８名を雇用しているが、そのうち３名について、

賃金単価及び計算方法が誤っていたため、平成２２年４月から平成２４年１
２月までの間、６３，１１０円過大に賃金を支給していた。

賃金については、臨時雇用者取扱基本要領第１２条の規定により「賃金は
日額又は時間給とし、額及び計算等は総務部長（人事課）の定めによる。」
とされている。

(5) 産業経済部

監査対象機関 監査の結果
(監査年月日)

前橋産業技術専門校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月８日)

高崎産業技術専門校 （注意事項）
(平成２５年１月２５日) 所得税法第１９４条で、給与所得者が、扶養控除等の諸控除を受けるため

には、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得の扶養控除
等申告書を給与の支払者に提出することとなっており、中途就職の場合は、
就職後に最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することとされてい
る。

また、同法第１８５条で、給与の支払者は、給与所得者から同申告書の提
出があったときは、「給与所得の源泉徴収税額表（月額表）」の「甲欄」に
掲げる税額を、提出がない場合は同表の「乙欄」に掲げる税額を給与等から
徴収することとされている。

当該機関は、非常勤嘱託職員及び賃金職員を雇用し、報酬等を支払ってお
り、扶養控除等申告書提出の有無に応じて「給与所得の源泉徴収税額表（月
額表）」の「甲欄」及び「乙欄」の税額を適用していたが、「その月の社会
保険料等控除後の給与等の金額」区分を誤り、２５，３７２円過大に徴収し
た一方で、１，１０１円過小に徴収していた。

太田産業技術専門校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年１月２９日)

(6) 病院局

監査対象機関 監査の結果
(監査年月日)

心臓血管センター （指摘事項）
(平成２５年２月１５日) 所得税法第１８５条で、給与の支払者は、給与所得者から扶養控除等申告

書の提出があったときは、「給与所得の源泉徴収税額表（月額表）」の「甲
欄」に掲げる税額を給与等から徴収することとされている。また、同法第１
８７条で、当該申告書に本人が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する
旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人
を加算した数を、当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者
又は同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれら
の一に該当するごとに１人を加算した数を、扶養親族等の数として甲欄に掲
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げる税額を適用するものとされている。
当該機関は、「給与所得の源泉徴収税額表」を適用させる際、臨時雇用者

等のうち１４名について、扶養親族等の数に上記の加算を行わなかったた
め、平成２１年１月から平成２４年１２月までの間、１４５，８０３円過大
に徴収していた。

また、健康保険法第１６７条及び厚生年金保険法第８４条で、事業主が報
酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係
る保険料を報酬から控除することができるとされており、健康保険法第４０
条第１項及び厚生年金保険法第２０条第１項で、標準報酬月額は、被保険者
の報酬月額に基づき定められた等級区分によるとされている。

当該機関は、臨時雇用者等に支払った賃金等から保険料を控除していた
が、控除する金額を誤り、平成２４年５月から平成２４年１０月までの間、
１０１，９３０円過大に控除した一方で、５７，２１１円過小に控除してい
た。
（注意事項）

当該機関が分掌している行政財産の土地に、キャッシュコーナー用の電気
等の引き込み柱１本、郵便ポスト１基及び信号機感知器柱１本が設置されて
いたが、これに係る土地の使用許可又は供用を行っていなかった。

行政財産をその目的等を妨げない限度において使用させる場合には、地方
自治法第２３８条の４第７項に基づき使用許可を行うこととされており、群
馬県病院局行政財産使用料徴収規程第２条で、行政財産を使用する者は使用
料を納付しなければならないとされている。

公有財産を供用（県の他の分掌者等に公有財産を使用させること）する場
合は、群馬県病院局財務規程第２１０条で準用する群馬県公有財産事務取扱
規則第２９条で準用する同規則第２６条に基づき公有財産供用通知を行うこ
ととされている。

また、同規程第２１０条で準用する同規則第２４条で、分掌者は、その分
掌する公有財産について、不法占用等の有無、現況と諸台帳との符合の適否
などに留意して管理することとされている。
（注意事項）

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第１４条で準用する同法第１０条
で、対価の支払の時期を明らかにしていない場合は、相手方が支払請求をし
た日から１５日以内の日が支払の時期とされている。

当該機関は、業者に産業廃棄物の処理を委託した。同業者から請求書が平
成２４年３月１５日付けで提出され、当該機関は同日付けで収受をしたが、
支払日は同年４月２７日であった。

当該機関は、保守点検業務委託に係る支払いが遅延したとして、前回の監
査で口頭注意事項とされていたが、改善が図られていなかった。

がんセンター （注意事項）
(平成２５年２月１２日) 当該機関が分掌している行政財産の土地に電気用の支線３本が設置されて

いたが、これに係る土地の使用許可を行っておらず、使用料も徴収していな
かった。

行政財産をその目的等を妨げない限度において使用させる場合には、地方
自治法第２３８条の４第７項に基づき使用許可を行うこととされており、使
用許可を行った場合には、群馬県病院局行政財産使用料徴収規程第２条で、
行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならないとされている。

また、群馬県病院局財務規程第２１０条で準用する群馬県公有財産事務取
扱規則第２４条で、分掌者は、その分掌する公有財産について、不法占用等
の有無、現況と諸台帳との符合の適否などに留意して管理することとされて
いる。

精神医療センター （注意事項）
(平成２５年２月１５日) 当該機関は、群馬県職員等の旅費に関する条例（以下「条例」という。）

及び群馬県病院事業職員旅費規程等に基づき職員等に旅費を支給している
が、次のとおり旅費の算定を誤ったため支給額が３１，２８０円過大であっ
た。
１ 航空賃の額は、条例第１７条で、現に支払った旅客運賃によるとされて
いる。旅費事務の手引きで現に支払った額を証する書類として、領収書等
（利用日、利用区間が明記されたもの）の添付が必要とされており、航空賃
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と併せて宿泊料や空港施設使用料等を支払った場合には、領収書等の額から
宿泊料や空港施設使用料等を差し引き往復の航空賃を算定することとしてい
る。

当該機関は、航空機を利用した旅行命令について航空賃の額を次のとおり
算定していた。
（１）領収書の額に複数泊分の宿泊料が含まれている場合であっても１泊分
宿泊料のみを差し引き航空賃を算定していた。
（２）領収書の額に含まれている空港施設使用料を差し引かず航空賃を算定
していた。
２ 鉄道賃の特別急行料金は、条例第１５条第２項で、特別急行列車を運行
する線路による旅行で、片道百キロメートル以上のもの又は知事が別に定め
るものに限り支給することとされている。

当該機関は、研修に参加した職員１名に特別急行料金を支給していたが、
当該職員の特別急行列車利用区間は片道百キロメートル未満であり、また知
事が別に定めるものに該当していなかった。
３ 宿泊料は、群馬県旅費支給規則第１４条第１項第８号で、旅行者が旅行
命令権者等からあらかじめ指定された宿泊施設を利用し、その宿泊に係る費
用が宿泊料定額を超えない場合は、当該宿泊に係る実費用を支給するとされ
ている。

当該機関は、職員１名が１泊２日で参加した研修について、研修の宿泊施
設が指定され、その宿泊費は定額に満たなかったが、宿泊料の減額調整を行
っていなかった。

小児医療センター （注意事項）
(平成２５年２月１３日) 当該機関は、地方自治法第２３８条の４第７項に基づき、食堂、売店、自

動販売機及び公衆電話の設置について、食堂等を営む者に対し行政財産の使
用許可を行っており、群馬県病院局行政財産使用料徴収規程第４条第２項
で、使用者が使用した電気、水道、ガス等の経費を徴収することとされてい
る。また、「行政財産使用許可にかかる光熱水費徴収に関する事務取扱につ
いて」（平成２１年３月９日病院局総務課長通知）では、光熱水費の算定方
法は、知事部局の定める行政財産使用許可事務取扱要領で示された算定式を
用いることと、同要領で光熱水費の算定基準として示された算定式を用いる
ことが合理的でなく特殊な算定方法を用いる場合は、病院局総務課長への事
前協議を必要とするとされている。

当該機関は、同要領で示された算定式又は病院局総務課長へ事前協議した
算定式により、電気料及び水道料を算定していたが、算定する際の基礎数値
を誤ったため、平成２４年４月分の自動販売機電気料及び食堂水道料、同年
５月分から同年６月分までの食堂水道料を４，１４８円過小に徴収し、平成
２４年１０月分の自動販売機電気料を１７，２２０円過大に徴収した。

さらに、群馬県病院局公舎管理規程第９条に基づき、利用者から職員宿舎
使用料を徴収することとしていたが、水道料を算定する際の基礎数値を誤っ
たため、４，０８１円過小に徴収した。

(7) 教育委員会

監査対象機関 監査の結果
(監査年月日)

西部教育事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年１月３０日)

東部教育事務所 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年１月２９日)

文書館 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月８日)

ぐんま天文台 （検討事項）
(平成２５年１月２３日) 群馬県財務規則第２１７条で「契約担当者は、物品の取得に当たっては、
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その所管に係る予算及び事務又は事業予定を勘案して計画的に執行しなけれ
ばならない。」とされている。

当該機関は、平成２４年３月８日及び同月２８日に切手を購入していた
が、その全てを翌年度に繰り越していた。購入後の使用状況を考慮すれば、
平成２３年度の購入費用を節減できる状況であった。

郵便切手印紙類の取得に当たっては、その所管に係る予算及び事務又は事
業予定を勘案して計画的に執行することにより、費用の節減について検討す
ることが必要である。

ぐんま昆虫の森 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月５日)

妙義青少年自然の家 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月１日)

東毛青少年自然の家 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年１月２５日)

スポーツ振興センター 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
(平成２５年２月６日)

◎監査公表第６号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した財政的援助団体等に係る監査の

結果を次のとおり公表する。

平成２５年３月２９日

群馬県監査委員 横 田 秀 治

同 丸 山 幸 男

同 織田澤 俊 幸

同 新 井 雅 博

１ 監査の対象及び主眼 財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているか等を主眼として監

査を実施した。

２ 監査対象年度 平成２３年度

３ 監査対象団体 ３５団体

４ 監査結果の概要

(1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） ４件

(2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの） ６件

(3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし

５ 団体別監査結果

監査対象団体 財団法人群馬県勤労福祉センター

監査年月日 平成２４年９月１２日

監査対象とした 産業経済部
財政的援助等の (1) 県出捐金 １７６，４１０，０００円（県出資比率 ６７．５％）
内容 (2) 公の施設の管理（指定管理）
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・群馬県勤労福祉センター 指定管理料 １１，０７１，０００円
（利用料金制）

監査の結果 （指摘事項）
公益法人における財務諸表は「公益法人会計基準」に従い、「資産、負債及び正味財産

の状態並びに正味財産増減の状況に関する真実な内容を明りょうに表示する」ものとさ
れ、当該団体の会計規程においても「事業及び財務の状況について真実な内容を表示する
こと。すべての取引について、正規の簿記の原則に従って正確な記帳、整理をすること」
としている。

当該団体は、事務局に設置したコピー及びファックスを施設利用者が使用した場合、当
該利用に係る料金を徴収している。徴収した現金は当該団体の収入として財務諸表に計上
しないまま別途管理し、これをコピー用紙購入費用に充当していた。当該コピー代に係る
現金預金の平成２３年度末残高は２２０，６３６円であった。

監査対象団体 群馬県中学校体育連盟

監査年月日 平成２４年９月１３日

監査対象とした 教育委員会
財政的援助等の (1) 補助金 １６，０２７，４０８円
内容 ・群馬県スポーツ振興費補助金

（スポーツ大会開催・派遣に関する事業）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公立学校共済組合群馬支部

監査年月日 平成２４年９月１４日

監査対象とした 教育委員会
財政的援助等の (1) 補助金 １２８，１９２，２３０円
内容 ・公立学校共済組合群馬支部福祉事業補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 日本空港コンサルタンツ・大成有楽不動産連合体

監査年月日 平成２４年９月１９日

監査対象とした 県土整備部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・群馬へリポート 指定管理料 ２３，８８０，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 社団法人群馬県トラック協会

監査年月日 平成２４年９月２０日

監査対象とした 県土整備部
財政的援助等の (1) 交付金 ３２８，０８５，０００円
内容 ・群馬県運輸事業振興助成交付金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
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監査対象団体 群馬県信用保証協会

監査年月日 平成２４年９月２１日

監査対象とした 産業経済部
財政的援助等の (1) 補助金 ２７１，１３０，８１４円
内容 ・群馬県小口資金融資促進制度要綱に基づく信用保証料補助金

・群馬県創業者支援資金融資促進制度要綱に基づく信用保証料補助金
(2) 損失補償

実行額 ３７３，７９３，８２９円
残 高 ２，１３２，３３２，０８７円
・小規模企業事業資金に係る損失補償
・経営サポート資金に係る損失補償
・緊急経営改善資金に係る損失補償
・創業者・再チャレンジ支援資金に係る損失補償
・経営強化支援資金に係る損失補償
・セーフティネット資金に係る損失補償

(3) 貸付金
新規貸付 １１８，７２３，８８３，０００円
残高 ０円
・制度融資に係る貸付金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県市町村振興協会

監査年月日 平成２４年９月２６日

監査対象とした 総務部
財政的援助等の (1) 交付金 １，０５４，０６１，０５２円
内容 ・市町村振興宝くじ交付金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金協会

監査年月日 平成２４年９月２７日

監査対象とした 農政部
財政的援助等の (1) 県出資金 １５，０００，０００円（県出資比率 ４７．５％）
内容 (2) 補助金 １４７，７６０，６５１円

・群馬県蚕糸園芸振興事業補助金
（指定野菜価格安定事業及び契約指定野菜安定供給事業資金造成費補助、特定野菜
等供給産地育成価格差補給事業及び契約特定野菜等安定供給事業資金造成費補助、
価格差補給事業推進費補助）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 財団法人高崎市都市整備公社

監査年月日 平成２４年９月２８日

監査対象とした 企業局
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
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内容 ・ウエストパーク１０００ 指定管理料 ３７，６３８，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 学校法人群馬育英学園

監査年月日 平成２４年１０月２日

監査対象とした 総務部
財政的援助等の (1) 補助金 ６４９，６８３，６００円
内容 ・群馬県私立学校教育振興費補助金

・群馬県私立高等学校等授業料減免事業補助金
・群馬県私立高等学校等入学金減免事業補助金
・群馬県高等学校等就学支援金等

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 群馬県園芸協会

監査年月日 平成２４年１０月２日

監査対象とした 農政部
財政的援助等の (1) 補助金 １０，４８５，０００円
内容 ・群馬県蚕糸園芸振興事業補助金

（園芸農産物振興対策事業、ぐんまの果樹新時代対応推進事業、「野菜王国・ぐん
ま」総合対策事業）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 財団法人群馬県生活衛生営業指導センター

監査年月日 平成２４年１０月３日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 県出捐金 ２，３００，０００円（県出資比率 ４６．０％）
内容 (2) 補助金 １９，５４５，０００円

・群馬県生活衛生関係営業対策事業費補助金

監査の結果 （注意事項）
当該団体は、次のとおり、所得税の源泉徴収税額を誤っていた。

（１）所得税法第１８６条第１項第１号イで、賞与に係る徴収税額は、給与所得者から扶
養控除等申告書の提出があったときは、その人の前月中の給与等の金額（その給与等の金
額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額）と扶養控除等申告書により申告さ
れた扶養親族等の数から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で当てはまる率を求
め、賞与の金額（賞与の金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その社
会保険料等控除後の金額）に上記で求めた率を乗じて源泉徴収税額を算出するとされてい
る。

当該団体は職員３名の平成２４年６月の期末手当及び勤勉手当に係る源泉徴収をする
際、その人の前月中の給与等の金額でなく、期末手当及び勤勉手当の金額を基に「賞与に
対する源泉徴収税額の算出率の表」で当てはまる率を求めるなどしたため、８１，２７７
円過大に徴収していた。
（２）所得税法第１８５条第１項第１号で、賞与以外の給与等に係る徴収税額は、給与所
得者から扶養控除等申告書の提出があったときは、その人のその月の給与等の金額（その
給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額）と扶養控除等申告書に
より申告された扶養親族等の数から「給与所得の源泉徴収税額表（月額表）」の「甲欄」
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で当てはまる金額を税額とすることとされている。また、同法第９条第１項で、通勤者が
その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるもの
として通常の給与に加算して受ける通勤手当（これに類するものを含む。）のうち、一般
の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるものについては所得
税を課さないこととされている。

当該団体は扶養控除等申告書の提出があった職員４名の平成２４年１月から同年９月ま
での給与等に係る源泉徴収をする際、通勤手当も課税対象として「給与所得の源泉徴収税
額表（月額表）」を当てはめて源泉徴収税額を算定するなどしたため、１５，３４０円過
大に徴収した一方で、２００円過小に徴収していた。

監査対象団体 財団法人桐生地域地場産業振興センター

監査年月日 平成２４年１０月３日

監査対象とした 産業経済部
財政的援助等の (1) 県出捐金 １０，０００，０００円（県出資比率 ３９．８％）
内容 (2) 補助金 ３，５００，０００円

・群馬県地場産業総合振興対策事業補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 学校法人未来学園

監査年月日 平成２４年１０月５日

監査対象とした 総務部
財政的援助等の (1) 補助金 ２６，０７３，０００円
内容 ・群馬県私立学校教育振興費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター

監査年月日 平成２４年１０月５日

監査対象とした 警察本部
財政的援助等の (1) 県出捐金 ５１２，２７５，０００円（県出資比率 ８２．１％）
内容 (2) 補助金 ５，０００，０００円

・群馬県暴力追放運動推進センター補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 藤岡商工会議所

監査年月日 平成２４年１０月１０日

監査対象とした 産業経済部、西部県民局
財政的援助等の (1) 補助金 ３３，４７２，９８５円
内容 ・群馬県小規模事業経営支援事業費補助金

・地域振興調整費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。
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監査対象団体 スバルリビングサービス株式会社群馬事業所

監査年月日 平成２４年１０月１０日

監査対象とした 企業局
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・上武ゴルフ場 指定管理料 ０円

（利用料金制）
企業局への納付金 ８５，０５０，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 社会福祉法人群馬県社会福祉協議会

監査年月日 平成２４年１０月１１日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 補助金 ２５３，１２９，１０６円
内容 ・群馬県地域あんしん生活支援事業県費補助金

・群馬県緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援）事業補助金
(2) 貸付金

新規貸付 ０円
残高 ８４２，４０３，２８５円
・社会福祉振興資金貸付金
・民間社会福祉施設整備資金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 ＮＰＯ法人ＫＦＰ友の会

監査年月日 平成２４年１０月１１日

監査対象とした 県土整備部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・観音山ファミリーパーク 指定管理料 ５７，３４３，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 群馬県高等学校体育連盟

監査年月日 平成２４年１０月１２日

監査対象とした 教育委員会
財政的援助等の (1) 補助金 ４３，２６２，９５８円
内容 ・群馬県スポーツ振興費補助金

（スポーツ大会開催・派遣に関する事業）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 群馬県ライフル射撃協会

監査年月日 平成２４年１０月１２日
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監査対象とした 教育委員会
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・群馬県ライフル射撃場 指定管理料 １，８９３，０００円

監査の結果 （注意事項）
当該団体は、群馬県ライフル射撃場の管理運営業務等を群馬県から受託している。
「群馬県ライフル射撃場の管理及び運営に関する基本協定書」第２３条において、指定

管理業務等に関して想定されるリスク等の分担については、別記４「指定管理業務等の実
施に係るリスク等の分担表」のとおりとされている。

「指定管理業務等の実施に係るリスク等の分担表」によると、利用者等に係る保険加入
については、指定管理者の分担とされているが、必要な賠償責任保険に加入していなかっ
た。

監査対象団体 ググっとぐんま観光宣伝推進協議会

監査年月日 平成２４年１０月１６日

監査対象とした 産業経済部
財政的援助等の (1) 負担金 ８０，０００，０００円
内容 ・ググっとぐんま観光宣伝推進協議会負担金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 社団法人桐生市医師会

監査年月日 平成２４年１０月１７日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 補助金 ２２，０３３，０００円
内容 ・群馬県看護師等養成所運営費補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 尾島東部土地区画整理組合

監査年月日 平成２４年１０月１７日

監査対象とした 県土整備部
財政的援助等の (1) 交付金 １２１，４７７，０００円
内容 （うち２１，４７７，０００円は平成２２年度からの繰越分）

（うち１６，３３７，７００円は平成２４年度への繰越分）
・群馬県組合土地区画整理事業交付金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 富士重工業健康保険組合

監査年月日 平成２４年１０月１８日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 補助金 １，７７６，７１９，０００円
内容 ・災害拠点病院施設整備費補助金

・医療施設耐震化臨時特例基金事業費補助金
・救急患者退院コーディネーター事業
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・看護師等養成所運営費補助金
・看護師等養成所施設整備費補助金
・病院内保育所運営費補助金
・新人看護職員研修事業費補助金
・小児・周産期医療体制整備に関する緊急支援補助金
・新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金
・地域周産期母子医療センター運営事業費補助

監査の結果 （指摘事項）
群馬県は、群馬県地域周産期母子医療センター運営事業費補助金交付要綱に基づき、県

が認定した地域周産期母子医療センターの運営事業に要する経費に対し補助金を交付して
いる。当該補助金の交付額は、同要綱第４条で定められており、①別表第１欄に定める基
準額、②対象経費の実支出額、③総事業費から診療収入額、特別交付税及び寄付金その他
の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額に補助率１／３を乗じて算出し、予算の
範囲内で交付するものとされている。

当該団体は、平成２３年度に当該補助金の交付を受けた。補助対象経費等の額は、平成
２３年４月から平成２４年３月の実績額を対象とすべきであったが、当該団体が実績報告
書及び関係書類に計上した額は次のとおりであった。
（１）給与費について、平成２３年３月から平成２４年２月に支給した給与費額
（２）材料費及び経費について、平成２３年４月から平成２４年２月の実支出額を１１月
で除し、１２月を乗じた支出見込み額
（３）診療収入について、平成２３年４月から平成２４年２月までの１１ヶ月分のみの
額

当該団体は、上記の誤った額を計上したことにより、補助金の受入額が２５６，０００
円過大であった。

監査対象団体 医療法人群栄会

監査年月日 平成２４年１０月１８日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 補助金 ４７，４４８，７２１円
内容 ・群馬県精神障害者社会復帰施設運営費補助金

・群馬県福祉・介護人材の処遇改善事業助成金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 藪塚台地土地改良区

監査年月日 平成２４年１０月１８日

監査対象とした 東部県民局
財政的援助等の (1) 補助金 ７５，５５３，０００円
内容 ・群馬県土地改良事業等補助金

（小規模土地改良事業、農業体質強化基盤整備促進事業）
・地域をうるおす農業用水の管理支援事業補助金

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 社会福祉法人三和会

監査年月日 平成２４年１０月１９日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 補助金 ２２８，５４０，０００円
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内容 ・群馬県老人福祉施設等施設整備事業費県費補助金
・群馬県老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金
・群馬県民間社会福祉施設整備資金利子補助

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 株式会社三商

監査年月日 平成２４年１０月１９日

監査対象とした 企業局
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・玉村ゴルフ場 指定管理料 ０円

（利用料金制）
企業局への納付金 １８２，７００，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 株式会社ぐんまフラワー管理

監査年月日 平成２４年１０月２３日

監査対象とした 農政部
財政的援助等の (1) 公の施設の管理（指定管理）
内容 ・ぐんまフラワーパーク 指定管理料 １６２，０００，０００円

（利用料金制）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県児童健全育成事業団

監査年月日 平成２４年１０月３０日

監査対象とした 健康福祉部
財政的援助等の (1) 県出捐金 ３０，０００，０００円（県出資比率 ６６．７％）
内容 (1) 公の施設の管理（指定管理）

・ぐんまこどもの国児童会館 指定管理料 １５８，４７３，０００円

監査の結果 （指摘事項）
当該団体は、県から使用料等の収納委託を受け、ぐんまこどもの国児童会館使用料等収

納事務取扱要領に基づき、ぐんまこどもの国児童会館のプラネタリウムを観覧する者から
観覧料を券売機により収納しており、その券売機から出力した日々の収納データを、運営
状況報告書とともに保管している。

また、公益財団法人群馬県児童健全育成事業団文書取扱規程第１４条第１項の規定によ
り、収入・支出関係書類は５年保存とされている。

当該団体は、券売機から出力した日々の収納データが添付されている運営状況報告書に
ついて、平成２４年９月時点で、平成２３年度分については保存していなかった。
（注意事項）

当該団体は、雇用する職員に対して、当該団体の職員給与規程第２４条に基づき通勤手
当を支給しており、通勤方法が自動車の場合の通勤手当の額は、同規程別表第４通勤手当
支給額表により通勤距離の区分毎に定められている。

当該団体は、職員１名に対する通勤手当について、平成２１年４月分から平成２４年９
月分までの４２か月間、通勤距離の区分を誤って支給したため、２９，４００円支給不足
となっていた。
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監査対象団体 公益財団法人群馬県産業支援機構

監査年月日 平成２４年１０月３０日

監査対象とした 産業経済部、県土整備部
財政的援助等の (1) 県出捐金 ９１３，０５０，０００円（県出資比率 ８５．９％）
内容 (2) 補助金 １７９，８５６，９４４円

・公益財団法人群馬県産業支援機構事業支援費補助金
・群馬県中小企業経営資源強化対策事業費等補助金
（貿易・投資相談事業、小規模企業者等設備資金貸付事業

環境・エネルギー技術推進事業、下請中小企業取引情報提供等事業
中小企業経営資源強化対策事業）

・群馬県八ッ場ダム地域生活再建推進事業経営相談事業費補助金
(3) 損失補償

実行額 ０円
残高 ６５，９６７，９００円
・群馬県小規模企業者等設備導入資金貸付金に係る損失補償

(4) 貸付金
新規貸付 ０円
残高 ４０３，６０６，０００円
・群馬県小規模企業者等設備導入資金貸付金

監査の結果 （注意事項）
当該団体は、財団法人群馬県産業支援機構職員の給与に関する規則に基づき、通勤手当

を職員に支給しており、支給額及び支給方法等は同規則第３条で「群馬県職員の例によ
る」こととされている。

群馬県職員の通勤手当については、職員の給与の支給に関する規則（以下「規則」とい
う。）第１８条第２項で、「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」並びに「自
動車等の使用距離」とは、一般に利用しうる最短の経路の長さをいうとされ、通勤手当の
認定事務について（通知）で、通勤距離の測定にあたっては、原則として電子地図で測定
することとされている。また、規則第２４条で任命権者は、現に通勤手当の支給を受けて
いる職員について、通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとす
るとされている。

当該団体は、電子地図による交通用具使用距離の確認を行っておらず、通勤手当認定後
の随時の確認も行っていなかった。
（注意事項）

当該団体は、団体の事務所内に「ぐんま畜産環境改善推進協議会」（任意団体）の事務
局を置いており、当該団体の職員が協議会の事務を行っている。

当該団体は、当該協議会から平成２３年度に県の「地域づくり協働モデル事業交付金」
の交付を受けて実施した事業にかかる交付金（１，２８４，２３７円）の受領を委任さ
れ、当該団体が管理する銀行口座に受け入れた。

当該団体では、この交付金を「受取補助金収入」として団体の平成２３年度の決算額に
計上していた。

監査対象団体 公益財団法人群馬県私学振興会

監査年月日 平成２４年１１月１５日

監査対象とした 総務部
財政的援助等の (1) 県出捐金 １００，０００，０００円（県出資比率 ４２．４％）
内容 (2) 補助金 ２１９，１００，９３１円

・群馬県私学団体研修事業費等補助金
・群馬県私学教職員退職金資金等補助金
・群馬県私立学校等施設・設備資金利子補給事業補助金

(3) 貸付金
新規貸付 １００，０００，０００円
残高 ０円
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・群馬県私学経営安定資金貸付金

監査の結果 （注意事項）
当該団体は、公益財団法人群馬県私学振興会給与規程に基づき通勤手当を職員に支給し

ており、同規程第２条で、その額及び支給方法は群馬県職員の例によることとされてい
る。

群馬県職員の通勤手当については、職員の給与の支給に関する規則（以下「規則」とい
う。）第１８条第２項で、「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」並びに「自
動車等の使用距離」とは、一般に利用しうる最短の経路の長さをいうとされ、通勤手当の
認定事務について（通知）で、通勤距離の測定にあたっては、原則として電子地図で測定
することとされている。また、規則第２４条で任命権者は、現に通勤手当の支給を受けて
いる職員について、通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとす
るとされている。

当該団体は、電子地図による交通用具使用距離の確認を行っておらず、通勤手当認定後
の随時の確認も行っていなかった。

監査対象団体 公益財団法人群馬県青少年育成事業団

監査年月日 平成２４年１１月２２日

監査対象とした 教育委員会
財政的援助等の (1) 県出捐金 １０４，０００，０００円（県出資比率 ５０．０％）
内容 (2) 公の施設の管理（指定管理）

・群馬県青少年会館 指定管理料 ７８，１３７，０００円

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 利根沼田地区素材生産組合

監査年月日 平成２４年９月２１日、１２月１２日、１３日

監査対象とした 吾妻県民局、利根沼田県民局
財政的援助等の (1) 補助金 ７１，２８８，２００円
内容 （うち１１，９１６，０００円は平成２２年度からの繰越分）

・群馬県林業作業道総合整備事業補助金
・群馬県林業再生緊急路網整備事業補助金
・群馬県森林整備加速化間伐事業補助金
・群馬県林業・木材産業緊急対策事業補助金

監査の結果 （指摘事項）
県が交付する補助金等については、群馬県補助金等に関する規則において、補助金等交

付に関する全体的事項が定められ、また、群馬県林業再生緊急路網整備事業補助金交付要
綱、群馬県林業作業道総合整備事業補助金交付要綱及び群馬県森林整備加速化間伐事業実
施要綱において、補助対象、補助率等が定められている。また、同規則第２０条において
補助事業等に関する帳簿及び書類を備え付け事業実施の翌年度から５年間保存しなければ
ならないとされている。

当該団体は、群馬県林業再生緊急路網整備事業補助金をはじめとした補助金の交付を受
けていたが、次のとおりこれら補助金に係る書類が適正に作成、保存されておらず、補助
事業実施に要した経費の額を確認することができなかった。
（１）補助事業に要した支出に係る証拠書類等（請求書、領収書等）が保管されていない
ものがあった。
（２）補助事業に要した経費のうち請負について、請負金額から組合会費その他を控除し
た上で請負業者に支払を行っていたが、控除額の根拠や内容が不明なものがあった。

また、県は、当該補助により事業に要した実経費の確認が十分でなかった。



54

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号

◎監査公表第７号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した財政的援助団体等に係る監査の

結果を次のとおり公表する。

平成２５年３月２９日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 織田澤 俊 幸

同 新 井 雅 博

１ 監査の対象及び主眼 財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているか等を主眼として監

査を実施した。

２ 監査対象年度 平成２３年度

３ 監査対象団体 １団体

４ 監査委員の除斥 本件の監査において、横田秀治監査委員は、地方自治法第１９９条の２の規定に基づき除斥

した。

５ 監査結果の概要

(1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） １件

(2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの） なし

(3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし

６ 団体別監査結果

監査対象団体 財団法人群馬県観光物産国際協会

監査年月日 平成２４年１０月１７日

監査対象とした 生活文化部、健康福祉部、産業経済部、企業局
財政的援助等の (1) 県出捐金 ８６４，０００，０００円（県出資比率 ８８．７％）
内容 (2) 補助金 ５７，２４６，２６７円

・群馬県多言語インフォメーションセンター運営事業費補助金
・群馬県外国人未払医療費対策事業補助金
・群馬県観光物産国際協会運営費補助金

(3) 負担金 ２８，５００，０００円
・群馬県観光物産国際協会負担金

監査の結果 （指摘事項）
当該団体は、団体で定めた賃金規程等に基づき賃金等を支給しているが、次のとおり賃

金、手当等の支給について適正を欠くものがあった。
（１）事務局長及び国際観光部長の賃金について

職員の賃金は、財団法人群馬県観光物産国際協会賃金規程（以下「賃金規程」とい
う。）により支給するとされているが、当該団体の事務局長及び国際観光部長の賃金は、
賃金規程で定める職務給表等により支給されていなかった。
（２）時間外手当の支給について

時間外手当は、賃金規程第１９条第１項において、職員が業務命令により、所定の勤務
時間を超えて労働した場合には、時間外勤務手当を支給するとされているが、時間外勤務
命令簿及び実績簿など時間外勤務を行った時間を特定する書類が作成されていなかった。
（３）通勤手当の支給について

契約職員の通勤手当は、財団法人群馬県観光物産国際協会契約職員就業規則により、賃
金規程を準用し、交通機関を利用する者は、経済的かつ合理的と認められる通勤経路によ
る、交通機関の６ヶ月定期券相当額を支給するとされている。

当該団体は、契約職員６名について、交通機関の６ヶ月定期券相当額で通勤手当を認定
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していたが、実際の支給額は実費相当額で支給していた。また、契約職員４名について
は、本来、出張旅費として支給すべきものが、通勤手当として支給されていた。

◎監査公表第８号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した財政的援助団体等に係る監査の

結果を次のとおり公表する。

平成２５年３月２９日

群馬県監査委員 横 田 秀 治

同 丸 山 幸 男

同 織田澤 俊 幸

１ 監査の対象及び主眼 財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているか等を主眼として監

査を実施した。

２ 監査対象年度 平成２３年度

３ 監査対象団体 ２団体

４ 監査委員の除斥 本件の監査において、新井雅博監査委員は、地方自治法第１９９条の２の規定に基づき除斥

した。

５ 監査結果の概要

(1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） １件

(2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの） なし

(3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし

６ 団体別監査結果

監査対象団体 多野東部森林組合

監査年月日 平成２４年１０月１６日

監査対象とした 西部県民局
財政的援助等の (1) 補助金 ４８，３０８，８８７円
内容 （うち１２，７０４，９１２円は平成２２年度からの繰越分）

・群馬県民有林造林事業補助金
・群馬県森林整備加速化間伐事業
・群馬県林業・木材産業再生緊急対策事業補助金
・群馬県森林境界明確化基金事業補助金
・群馬県間伐総合対策事業補助金（緊急間伐促進対策事業）

監査の結果 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。

監査対象団体 群馬県住宅供給公社

監査年月日 平成２４年１０月２３日

監査対象とした 県土整備部
財政的援助等の (1) 県出資金 ３０，０００，０００円（県出資比率 ７５．４％）
内容 (2) 補助金 ２２８，５００円



56

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号

・群馬県特定優良賃貸住宅家賃対策補助金
・群馬県地域特別賃貸住宅Ｂ型制度補助金

(3) 負担金 １３，３１０，８６８円
・地方職員共済組合団体共済部負担金

(4) 貸付金
新規貸付 １，９９５，０００，０００円
残高 ０円

・群馬県住宅供給公社事業資金貸付金

監査の結果 （指摘事項）
所得税法第１９４条で、給与所得者が、扶養控除等の諸控除を受けるためには、毎年最

初に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得の扶養控除等申告書を給与の支払者に
提出することとなっており、中途就職の場合は、就職後に最初の給与の支払を受ける日の
前日までに提出することとされている。

また、同法第１８５条で、給与の支払者は、給与所得者から同申告書の提出があったと
きは「給与所得の源泉徴収税額表（月額表）」の「甲欄」に掲げる税額を、提出がないと
きには同表の「乙欄」に掲げる税額を給与等から徴収することとされている。

当該団体は、臨時職員６名分について、扶養控除等申告書未提出のまま「給与所得の源
泉徴収税額表（月額表）」の「甲欄」に掲げる税額を徴収した。このため、扶養控除等申
告書が未提出の場合に適用すべき「乙欄」に掲げる徴収額より１２３，１７２円（平成２
３年５月分から平成２４年３月分まで）少なかった。

公安委員会規則■

群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２５年３月２９日

群馬県公安委員会委員長 関 口 隆 幹

群馬県公安委員会規則第３号

群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

第２５条中第１４号を第１５号とし、第１３号を第１４号とし、同条第１２号中「又は原動機付自転車」の次に

「（構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第４条第９項の規定による内閣総理大臣の認定（同法第６

条第１項の規定による変更の認定を含む。）を受けた構造改革特別区域計画（同法第４条第１項に規定する構造改

革特別区域計画をいう。）に基づく搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験事業において使用されるものを除

く。）」を加え、同号を同条第１３号とし、同条中第１１号を第１２号とし、第３号から第１０号までを１号ずつ

繰り下げ、同条第２号の次に次の１号を加える。

⑶ 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に

表示された画像を注視しないこと。

第３５条ただし書中「、第１号及び第５号から第１０号までに掲げるもののうち」及び「確認団体の」を削り、

同条第１号中「、演説会」を削り、同条第５号中「拡声器」の次に「（車両に備え付けられたものを含む。）」を

加え、同条第７号中「道路において、」を削り、「映写して」を「映写しながら道路を通行して」に改め、同条第

９号中「の移動を伴う」を「、移動に用いる用具等の」に改める。

附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
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議
会
訓
令

■
群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号

議
会
事
務
局

群
馬
県
議
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
議
会
議
長

松

本

耕

司

群
馬
県
議
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
議
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
調
査
広
報
課
の
項
及
び
第
五
条
第
一
項
調
査
広
報
課
の
項
中
「
調
査
広
報

課
」
を
「
政
策
広
報
課
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
㈢
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
調
査
広
報
課
長
」
を
「
政
策
広
報
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
号
㈡
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号

議
会
事
務
局

群
馬
県
議
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
議
会
議
長

松

本

耕

司

群
馬
県
議
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
議
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
議
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
の
表
群
馬
県
議
会
図
書
広
報
委
員
長
印
の
項
中
「
調
査
広
報
課
長
」
を
「
政
策
広
報
課

長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
議
会
訓
令
甲
第
三
号

議
会
事
務
局

群
馬
県
議
会
図
書
室
運
営
及
び
議
会
広
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
議
会
議
長

松

本

耕

司

群
馬
県
議
会
図
書
室
運
営
及
び
議
会
広
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

群
馬
県
議
会
図
書
室
運
営
及
び
議
会
広
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
群
馬
県
議

会
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
調
査
広
報
課
長
」
を
「
政
策
広
報
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
調
査
広
報
課
」
を
「
政
策
広
報
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２５年３月２９日（金） 群 馬 県 報 第９０８３号
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